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平成２７年３月３１日 

厚生労働省老健局 

介護保険計画課・振興課・老人保健課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 老健局 介護保険計画課・振興課・老人保健課 
 

今回の内容 

 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に

伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の

公布について 

 

計４７枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111 

（内線 2164・３９３７・３９４９） 

FAX : 03-3503-2167 
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老発０３３１第１１号 

平成２７年３月３１日  

 

 

 都道府県知事 殿 

 

    

  厚生労働省老健局長  

（ 公 印 省 略 ） 

  
 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について 

 

 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（平成 27 年政

令第 138 号。以下「整備政令」という。）」、「地域における医療及び介護の総合的な確保

を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省

令の整備等に関する省令（平成 27 年厚生労働省令第 57 号。以下「整備省令」という。）」

及び「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示（平成 27 年厚

生労働省告示第 195 号。以下「整備告示」という。）」等が本日公布され、介護保険制度

関係は、平成 27 年４月１日（一部の規定は平成 27 年８月１日）から施行することとさ

れた。 

これらの改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市

町村（特別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るととも

に、その運用に遺漏なきを期されたい。なお、各改正事項の内容の詳細については、別

途通知する予定である。 

 また、平成 27 年４月１日施行の改正事項のうち、平成 27 年度予算成立が前提になる

もの（低所得者の保険料軽減強化、地域支援事業費の上限の見直し）については、追っ

て平成 27 年度予算成立後に政省令を公布する予定である。 

 

 

記 

 

 

第１ 改正の趣旨 

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に
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関する法律（平成 26 年法律第 83 号。以下「医療介護総合確保推進法」という。）に

よる介護保険法（平成９年法律第 123 号）の一部改正のうち平成 27 年４月施行分及

び８月施行分について、関係法令の規定の整備等を行うこととした。 

 

第２ 整備政令の内容 
 
 １ 介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）の一部改正 

（１） 居宅介護サービス費等の給付割合が 80/100 となる第一号被保険者に係る所得

の基準を定めること。（第 22 条の２及び第 29 条の２関係） 

（２） 自己負担限度額が 44,400 円となる要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に

係る所得の基準を定めること。（第 22 条の２の２及び第 29 条の２の２関係） 

（３） 違反した場合に介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所に係る指定の取

消し等の要件となる国民の保健医療又は福祉に関する法律を定めること。（第3

5条の５関係） 
（４） 住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が住所地特例適用被保険者に

対して行う地域支援事業に要する費用について、保険者市町村による費用の負

担方法を定めること。（第37条の16関係） 
 
２ 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令（平成10年政令第413号）の一部改正 

介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の5/100に相当する交付金の額の算

定方法を定めること。（第１条の３第２項関係） 
 
３ 施行期日 

この政令は、平成27年４月１日から施行すること。ただし、１の（１）及び（２）

に掲げる事項は、平成27年８月１日から施行すること。（附則第１条関係） 

 

４ 経過措置 

この政令の施行に関し必要な経過措置を定めること。 

 

第３ 整備省令の内容 

 

１ 介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）の一部改正 

（１） 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対して負担割合証を交付

するものとすること。負担割合証の返還、検認及び更新、再交付申請の手続を定

めること。要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が事業者に被保険者証を提示

する際には、負担割合証を添えるものとすること。（第 28 条の２及び第 28 条の３

関係） 

（２） 要介護認定及び要支援認定に係る更新時の有効期間に関して、現在は一部原

則６か月、上限 12 か月となっているものを、一律に原則 12 か月、上限を 24 か
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月とすること。なお、この改正は介護予防・日常生活支援総合事業が全域実施

された市町村から適用されることに留意すること。（第 38 条、第 52 条及び第 55

条並びに整備省令附則第２条関係） 

 （３） 世帯内に課税所得が 145 万円以上である第一号被保険者がいる場合であって

も自己負担限度額を 37,200 円とする収入判定について、その収入の具体的な算

定方法を定めるとともに、収入額申請の手続を定めること。（第 83 条の２の２、

第 83 条の２の３、第 97 条の２及び第 97 条の２の２関係） 

 （４） 特定入所者介護（予防）サービス費の支給要件として、現行の要件に加え、

配偶者が市町村民税非課税であること並びに本人及び配偶者の預貯金等の資産

の合計額が 2,000 万円（配偶者がない場合にあっては 1,000 万円）以下である

ことを定めること。この場合の配偶者については事実婚を含み、配偶者が行方

不明となった場合、本人が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律（平成 13 年法律第 31 号）第１条第１項に規定する配偶者からの暴力を

受けた場合その他これらに準ずる場合は除くこと。（第 83 条の５及び第 97 条の

３関係） 

（５） 介護予防・日常生活支援総合事業の実施基準、第１号事業の基準及び対象者、

第１号生活支援事業の内容、第１号事業支給費の額、第１号事業の指定事業者の

指定基準、地域包括支援センターに係る情報公表及び委託方針の内容、地域ケア

会議の対象者並びに住所地特例適用被保険者に対する市町村間の負担金等に係

る規定を定めることその他の地域支援事業に係る規定の整備を行うこと。（第

140 条の 62 の３から第 140 条の 72 の３まで関係） 

（６） 包括的支援事業の一つに位置づけられた在宅医療・介護連携推進事業につい

て、地域における在宅医療及び介護に関する情報の把握及びその活用、在宅医

療・介護連携に関する医療・介護関係者からの相談への対応や医療・介護関係

者への研修等を行うことを具体的な事業内容として定めること。（第 140 条の 62

の８関係） 

 

 ２ 老人福祉法施行規則（昭和 38 年厚生省令第 28 号）の一部改正 

（１） 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）の老人居宅介護等事業、老人デイサー

ビス事業及び老人デイサービスセンターの対象となる第１号訪問事業又は第１

号通所事業について、現行の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護相当の事

業とすること。（第１条の２及び第１条の３の２関係） 

（２） 生活支援等に関する情報公表内容について、活動主体の名称、所在地、実施日、

実施時間、実施する区域、生活支援等の内容、利用料その他の市町村が必要と認

める情報とすること。（第１条の８の２関係） 

 

 ３ 施行期日 

この省令は、平成27年４月１日から施行すること。ただし、１の（１）、（３）及

び（４）に掲げる事項は、平成27年８月１日から施行すること。（附則第１条関係） 
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４ 経過措置 

この省令の施行に関し必要な経過措置を定めること。 
 

第４ 整備告示の内容 

 

   医療介護総合確保推進法による介護保険法の一部改正に伴い、関係告示について

所要の規定の整備を行うものとし、平成 27 年４月１日（一部の規定は平成 27 年８

月１日）から施行すること。 
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割
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九
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介
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な
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す
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た
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の
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備
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す
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う
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の
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備
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置
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関
す
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内
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、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
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保
を
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す
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た
め
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関
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律
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備
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す
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す
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。

目
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一
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）
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第
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）

附
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等
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医
療
法
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行
令
の
一
部
改
正
）

第
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療
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昭
和
二
十
三
年
政
令
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介
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条

介
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成
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政
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第
四
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。
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中
「
第
三
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五
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三
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」
に
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る
。

第
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中
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五
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四
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「
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第
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六
条
第
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「
が
同
項
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規
定
す
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百
分
の
九
十
」
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下
に「（
法
第
四
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九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
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れ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
八
十
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
中
「
同
条
第
四
項
」
を
「
法
第
四
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。
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九
条
の
二
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
一
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
十
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
九
項
を

第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
十
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
六
月
」
を
「
七
月
」
に
改
め
、「（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

三
十
三
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。以
下
同
じ
。）」及
び「（
地

方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に

は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条

第
六
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
六
月
」
を
「
七
月
」
に
改

め
、「（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）」及
び「（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同

法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
ニ
、
同
条
第
七

項
第
一
号
ニ
及
び
同
項
第
二
号
ニ
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、「
第
七
項
に
お
い
て
」
を「
第
九
項
に
お
い
て
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二

第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
介
護
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
の
い
ず
れ
か
の
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
所
得
に
つ
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額

（
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
世
帯
主
で
あ
っ
て
、

同
日
に
お
い
て
当
該
世
帯
主
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
十
九
歳
未
満
の
者
で
同
年
の
合
計
所
得
金
額
が
三
十
八
万

円
以
下
で
あ
る
も
の
（
第
二
号
に
お
い
て
「
控
除
対
象
者
」
と
い
う
。）を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲

げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
が
百
四
十
五
万
円
以
上
で
あ
る
と
き
は
、第
二
項
中「
三

万
七
千
二
百
円
」
と
あ
る
の
は
、「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
す
る
。

一

当
該
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
次
条
第
六
項
第
三
号
ニ
並
び
に
第
七
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号

ニ
並
び
に
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
五
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同

法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
三

条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す

る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三

十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除

し
た
金
額
）、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法

第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四

条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の

適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た

金
額
）、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法

附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に

係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

適
用
後
の
金
額
）、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及

び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
合
計
額
か
ら
地
方
税
法
第
三

百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
金
額

二

当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
が
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
十
六
歳
未
満
の
控

除
対
象
者
の
数
を
三
十
三
万
円
に
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
お
い
て
十
六
歳
以
上
の
控
除
対
象
者
の
数
を
十

二
万
円
に
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

６

前
項
の
規
定
は
、
要
介
護
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
収
入
の
合
計

額
が
五
百
二
十
万
円
（
当
該
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
が
一
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
八
十
三

万
円
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
二
条
の
二
を
第
二
十
二
条
の
二
の
二
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
二
十
二
条
の
二

法
第
四
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に
係
る
サ
ー

ビ
ス
（
以
下
「
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
介
護
給
付
対
象

サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。）の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第

十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）と

す
る
。

２

法
第
四
十
九
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
百
六
十
万
円
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
（
法
第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、

当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を

控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。）の
合
計
額
が
三
百
四
十
六
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の
世
帯
員
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
が
い
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
百
八
十
万
円
）
に
満
た
な
い
場
合

二

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
が
当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属

す
る
年
度
（
当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も

の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
次
条
第
五
項
第
一
号
、
第
二
十

二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
ニ
並
び
に
第
七
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ニ
並
び
に
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
五
項

第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）を
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市

町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合

三

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
が
当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
に
お

い
て
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者（
以
下「
被

保
護
者
」
と
い
う
。）で
あ
る
場
合

第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第

二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
三
号
ニ
中「（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
次
項
第
一
号
ニ
及
び
第

二
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。）」
及
び「（
同
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得

の
金
額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
前
条
第
十
項
」
を
「
前
条
第
十
二
項
」

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
が
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
」
の
下
に「（
法
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ

れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
八
十
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
中
「
第
八
条
の
二
第
十
三
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
一
項
」
に
、「
同
条
第
四
項
」
を
「
法
第
五
十

六
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
七
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
規
定
（
」
の
下
に
「
同
法
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
中
「
法
律
の

規
定
（
」
の
下
に
「
同
法
」
を
、「
）
の
規
定
（
」
の
下
に
「
同
令
」
を
加
え
、
同
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

の
規
定
並
び
に
同
項
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
中
「
規
定
（
」
の
下
に
「
同
法
」
を
加
え
、
同
項
第
三
十
二
号

中
「
規
定
（
」
の
下
に
「
同
令
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
の
表
建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七

十
三
号
）
の
項
を
削
る
。

第
三
十
七
条
の
十
三
第
一
項
中
「
介
護
予
防
等
事
業
」
を
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
」
に
、「
第
百

二
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
法
第
百
十
五
条
の

四
十
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
全
て
を
一
括
し
て
行
う
市
町
村
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に

お
い
て
は
当
該
事
業
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
介
護
給
付
等
に
要
す
る
こ
と
と
な
る
費
用
の
額
に
基
づ
い
て

算
定
す
る
も
の
と
し
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
介
護
予
防
等
事
業
」
を
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援

総
合
事
業
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
市
町
村
で
あ
っ
て
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事

業
の
全
て
を
一
括
し
て
行
う
も
の
（
厚
生
労
働
大
臣
が
被
保
険
者
の
住
み
慣
れ
た
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生

活
の
支
援
に
資
す
る
た
め
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
特

に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
市
町
村
に
限
り
、」を
「
市
町
村
（
」
に
、「
介
護
予
防
等
事
業
」
を
「
介
護
予
防
・
日
常
生

活
支
援
総
合
事
業
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
十
四
の
表
以
外
の
部
分
及
び
同
表
第
六
十
九
条
の
十
四
第
三
項
の
項
中
「
第
百
十
五
条
の
四
十
六

第
八
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
章
中
第
三
十
七
条
の
十
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
住
所
地
特
例
適
用
被
保
険
者
に
係
る
地
域
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
の
負
担
金
）

第
三
十
七
条
の
十
六

法
第
百
二
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
は
、
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の
住
所
地
特

例
適
用
被
保
険
者
（
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
住
所
地
特
例
適
用
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
入

所
又
は
入
居
（
次
項
に
お
い
て
「
入
所
等
」
と
い
う
。）を
し
て
い
る
住
所
地
特
例
対
象
施
設
（
法
第
十
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
住
所
地
特
例
対
象
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
所
在
す
る
施
設
所
在
市
町
村
（
法
第
十
三
条
第

三
項
に
規
定
す
る
施
設
所
在
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
各
年
度
、
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
百
二
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
負
担
す
る
額
は
、
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の
住
所
地
特
例

適
用
被
保
険
者
が
入
所
等
を
し
て
い
る
住
所
地
特
例
対
象
施
設
の
所
在
す
る
施
設
所
在
市
町
村
が
行
う
地
域
支
援

事
業
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
合
算
額
と
す
る
。

一

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
号
事
業
支
給
費
（
当
該
住
所
地
特
例
適
用
被
保
険

者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
（
法
第
百
十
五
条
の

四
十
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）に
要
す
る
費
用
と
し
て
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
（
当
該
住
所
地
特
例
適
用
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
六
十
条
」
を
「
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八

十
分
の
百
、
法
第
六
十
条
第
一
項
」
に
、「
あ
っ
て
は
、」を
「
あ
っ
て
は
」
に
、「
市
町
村
特
例
割
合
」
を
「
第
一
市
町

村
特
例
割
合
」
に
改
め
、「
得
た
割
合
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の

百
を
第
二
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
要
支
援
被
保
険
者
按
分
率
」を「
要

支
援
被
保
険
者
按あ

ん

分
率
」
に
、「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
三
号
」

に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条

第
七
項
中
「
六
月
」
を
「
七
月
」
に
、「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六

項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
六
月
」
を
「
七
月
」
に
、「
第
七

項
」
を
「
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第

二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
の
い
ず
れ
か

の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
が
一
月
か
ら

七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
所
得
に
つ
い
て
、
第
一

号
に
掲
げ
る
額
（
当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て

世
帯
主
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
当
該
世
帯
主
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
十
九
歳
未
満
の
者
で
同
年
の
合
計
所

得
金
額
が
三
十
八
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
（
第
二
号
に
お
い
て
「
控
除
対
象
者
」
と
い
う
。）を
有
す
る
者
に
あ
っ

て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
が
百
四
十
五
万
円
以
上
で
あ
る
と

き
は
、
同
項
中
「
三
万
七
千
二
百
円
」
と
あ
る
の
は
、「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
す
る
。

一

当
該
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に

係
る
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区

分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後

の
金
額

二

当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
が
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
十
六
歳
未
満

の
控
除
対
象
者
の
数
を
三
十
三
万
円
に
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
お
い
て
十
六
歳
以
上
の
控
除
対
象
者
の
数

を
十
二
万
円
に
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

６

前
項
の
規
定
は
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
収

入
の
合
計
額
が
五
百
二
十
万
円
（
当
該
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
が
一
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三

百
八
十
三
万
円
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
九
条
の
二
を
第
二
十
九
条
の
二
の
二
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
二
十
九
条
の
二

法
第
五
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
予
防
給
付
に
係
る
サ
ー

ビ
ス
（
以
下
「
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
予
防
給
付
対
象

サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。）の
合
計
所
得
金
額
と
す
る
。

２

法
第
五
十
九
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
百
六
十
万
円
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て

の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
当
該
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的

年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額

を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
が
三
百
四
十
六
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の
世
帯
員
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
が

い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
百
八
十
万
円
）
に
満
た
な
い
場
合

二

予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
が
当
該
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属

す
る
年
度
（
当
該
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村
の
条
例
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合

三

予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
が
当
該
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
に
お

い
て
被
保
護
者
で
あ
る
場
合

第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
中
「
前
条
第
十
項
」
を
「
前
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
中「（
法
第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、「（
法
第

六
十
九
条
第
一
項
」
を「（
同
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
二
第
十
六
号
中「（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）」を
削
る
。

第
三
十
五
条
の
五
中
「
及
び
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
九
号
」
を
「
、
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
九
号
及
び
第
百

十
五
条
の
四
十
五
の
九
第
六
号
」
に
改
め
る
。

（
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
一
項
中
「
同
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
等
事
業
（
以
下
「
介
護
予
防
等
事
業
」
と
い
う
。）」を「
法

第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
以
下
「
介
護
予
防
・
日
常
生

活
支
援
総
合
事
業
」
と
い
う
。）」
に
、「
百
分
の
二
十
五
」
を
「
百
分
の
二
十
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
二
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十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
百
二
十
二
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
百
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

一

当
該
市
町
村
に
お
け
る
第
一
号
被
保
険
者
の
総
数
に
対
す
る
当
該
市
町
村
に
係
る
第
一
号
被
保
険
者
の
う
ち

七
十
五
歳
以
上
で
あ
る
者
の
割
合

二

当
該
市
町
村
に
お
け
る
令
第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
第
一
号
被
保
険
者
の
分
布
状
況

第
二
条
第
三
項
、
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
条
の
二
中
「
介
護
予
防
等
事
業
」
を
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援

総
合
事
業
」
に
改
め
る
。

５

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
介
護
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
の
い
ず
れ
か
の
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
所
得
に
つ
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額

（
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
世
帯
主
で
あ
っ
て
、

同
日
に
お
い
て
当
該
世
帯
主
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
十
九
歳
未
満
の
者
で
同
年
の
合
計
所
得
金
額
が
三
十
八
万

円
以
下
で
あ
る
も
の
（
第
二
号
に
お
い
て
「
控
除
対
象
者
」
と
い
う
。）を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲

げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
が
百
四
十
五
万
円
以
上
で
あ
る
と
き
は
、第
二
項
中「
三

万
七
千
二
百
円
」
と
あ
る
の
は
、「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
す
る
。

一

当
該
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
次
条
第
六
項
第
三
号
ニ
並
び
に
第
七
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号

ニ
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額

並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る

上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事

業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又

は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第

五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第

三
十
六
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第

六
項
に
規
定
す
る
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
若
し
く

は
第
十
五
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）、

同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五

条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴

う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第

三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当

等
の
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
合
計
額
か
ら
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
金
額

二

当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
が
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
十
六
歳
未
満
の
控

除
対
象
者
の
数
を
三
十
三
万
円
に
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
お
い
て
十
六
歳
以
上
の
控
除
対
象
者
の
数
を
十

二
万
円
に
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

６

前
項
の
規
定
は
、
要
介
護
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
収
入
の
合
計

額
が
五
百
二
十
万
円
（
当
該
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
が
一
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
八
十
三

万
円
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
二
条
の
二
を
第
二
十
二
条
の
二
の
二
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
二
十
二
条
の
二

法
第
四
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に
係
る
サ
ー

ビ
ス
（
以
下
「
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
介
護
給
付
対
象

サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。）の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第

十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）と

す
る
。

２

法
第
四
十
九
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
百
六
十
万
円
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
（
法
第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、

当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を

控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）の
合
計
額
が
三
百
四
十
六
万
円
（
当
該

世
帯
に
他
の
世
帯
員
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
百
八
十
万
円
）
に
満
た
な
い

場
合

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
十
条
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八

十
分
の
百
、
法
第
五
十
条
第
一
項
」
に
、「
あ
っ
て
は
、」を
「
あ
っ
て
は
」
に
、「
同
条
」
を
「
同
項
」
に
、「
市
町
村
特

例
割
合
」
を
「
第
一
市
町
村
特
例
割
合
」
に
改
め
、「
得
た
割
合
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村

が
定
め
た
割
合
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
第
二
市
町
村
特
例
割
合
」
と
い
う
。）で
除
し
て
得
た
割
合
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者（
以

下
「
被
保
護
者
」
と
い
う
。）」
を
「
被
保
護
者
」
に
、「
次
項
及
び
第
五
項
」
を
「
次
項
、第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
五
十
条
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分

の
二
十
、
法
第
五
十
条
第
一
項
」
に
、「
あ
っ
て
は
、」を
「
あ
っ
て
は
」
に
、「
市
町
村
特
例
割
合
」
を
「
第
一
市
町
村

特
例
割
合
」
に
改
め
、「
で
除
し
て
得
た
割
合
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

百
分
の
百
か
ら
第
二
市
町
村
特
例
割
合
を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
第
二
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
」
を

加
え
、「
第
八
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
六
十
条
」
を
「
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
二
十
、
法
第
六
十
条
第
一
項
」
に
、「
あ
っ
て
は
、」を
「
あ
っ
て
は
」に
、「
同
条
」

を
「
同
項
」
に
、「
市
町
村
特
例
割
合
」
を
「
第
一
市
町
村
特
例
割
合
」
に
改
め
、「
で
除
し
て
得
た
割
合
」
の
下
に

「
、
法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十

を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
第
二
市
町
村
特
例

割
合
」
と
い
う
。）を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
第
二
市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
」
を
加
え
、
同
条
中
第
十

一
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
七
項
中
「
六
月
」
を「
七
月
」

に
改
め
、「（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
及
び「（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所

得
金
額
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、「
第
五
項
」
を
「
第
七

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八

項
と
し
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
六
月
」
を
「
七
月
」
に
改
め
、「（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
二
十
六
号
）」及
び「（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の

規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
ニ
、
同
条
第
七
項
第
一
号
ニ
及
び
同
項

第
二
号
ニ
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、「
第
七
項
に
お
い
て
」
を
「
第
九
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。





法
の
規
定
中
読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項

病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬

局

介
護
機
関
（
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
事
業
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。）

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
四

号
及
び
第
七
号

病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬

局

介
護
機
関

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
八

号

医
療

介
護

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
九

号
及
び
第
三
項

病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬

局

介
護
機
関

第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一

号

医
療

介
護

第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
第
二

号

医
療
扶
助

介
護
扶
助

医
療
を

介
護
を

第
五
十
条

の
医
療

の
介
護

第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
又
は

第
三
号

第
五
十
一
条
第
二
項
第
四
号

診
療
報
酬

介
護
の
報
酬

第
五
十
一
条
第
二
項
第
五
号

診
療
録
、
帳
簿
書
類

帳
簿
書
類

第
五
十
一
条
第
二
項
第
九
号
及

び
第
十
号

医
療
に

介
護
に

第
五
十
二
条
第
一
項

診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬

介
護
の
方
針
及
び
介
護
の
報
酬

国
民
健
康
保
険

介
護
保
険

第
五
十
二
条
第
二
項

診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬

介
護
の
方
針
及
び
介
護
の
報
酬

第
五
十
三
条
第
一
項

診
療
内
容
及
び
診
療
報
酬

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
介
護
の
報

酬

診
療
報
酬
の
額

介
護
の
報
酬
の
額

第
五
十
三
条
第
三
項
か
ら
第
五

項
ま
で

診
療
報
酬
の

介
護
の
報
酬
の

第
五
十
四
条
第
一
項

医
療
扶
助

介
護
扶
助

開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
、
医

師
、
薬
剤
師

開
設
者

診
療
録
、
帳
簿
書
類

帳
簿
書
類

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
条
の
二

法
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び

第
三
項

病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬

局

介
護
機
関
（
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
事
業
者
に
限
る
。）

第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一

号

医
療

支
援

第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
第
二

号

医
療
扶
助

介
護
扶
助

医
療
を

支
援
を

第
五
十
条

の
医
療

の
支
援

第
五
十
一
条
第
二
項
第
四
号

診
療
報
酬

介
護
の
報
酬

第
五
十
一
条
第
二
項
第
五
号

診
療
録
、
帳
簿
書
類

帳
簿
書
類

第
五
十
一
条
第
二
項
第
九
号

医
療
に

支
援
に

第
五
十
二
条
第
一
項

診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬

介
護
の
方
針
及
び
介
護
の
報
酬

国
民
健
康
保
険

介
護
保
険

第
五
十
二
条
第
二
項

診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬

介
護
の
方
針
及
び
介
護
の
報
酬

第
五
十
三
条
第
一
項

診
療
内
容

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

診
療
報
酬

介
護
の
報
酬

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

二

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
が
当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属

す
る
年
度
（
当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も

の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
次
条
第
五
項
第
一
号
、
第
二
十

二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
ニ
並
び
に
第
七
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ニ
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）を
課
さ
れ
て
い

な
い
者
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合

三

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
が
当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
に
お

い
て
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者（
以
下「
被

保
護
者
」
と
い
う
。）で
あ
る
場
合

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
ニ
中「（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
次
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二

号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。）」
及
び「（
同
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の

金
額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
前
条
第
十
項
」
を
「
前
条
第
十
二
項
」
に

改
め
る
。

第
三
十
三
条
中「（
法
第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、「（
法
第

六
十
九
条
第
一
項
」
を「（
同
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
二
第
十
六
号
中「（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）」を
削
る
。

（
生
活
保
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

生
活
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
第
八
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
介
護
扶
助
に
関
す
る
読
替
え
）」を
付
し
、
同
条
の
表

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。





第
五
十
三
条
第
三
項
か
ら
第
五

項
ま
で

診
療
報
酬
の

介
護
の
報
酬
の

第
五
十
四
条
第
一
項

医
療
扶
助

介
護
扶
助

開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
、
医

師
、
薬
剤
師

開
設
者

診
療
録
、
帳
簿
書
類

帳
簿
書
類

第
七
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
の
規
定
中
読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項

病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬

局
の
開
設
者

助
産
師
又
は
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧

師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
若
し
く
は
柔

道
整
復
師

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
八

号

医
療

助
産
又
は
施
術

第
四
十
九
条
の
二
第
三
項

病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬

局

助
産
師
又
は
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧

師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
若
し
く
は
柔

道
整
復
師

第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一

号

医
療

助
産
又
は
施
術

第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
第
二

号

医
療
扶
助

出
産
扶
助
又
は
医
療
扶
助

医
療
を

助
産
又
は
施
術
を

第
五
十
条

の
医
療

の
助
産
又
は
施
術

第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
九

号

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
又
は

第
三
号

第
五
十
一
条
第
二
項
第
五
号

診
療
録

助
産
録

第
五
十
一
条
第
二
項
第
九
号

医
療
に

助
産
又
は
施
術
に

第
五
十
四
条
第
一
項

医
療
扶
助

出
産
扶
助
又
は
医
療
扶
助

診
療
録

助
産
録

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
老
人
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

老
人
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
中
「
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
」
を
「
若
し
く
は
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

問
介
護
看
護
」
に
改
め
、「
又
は
介
護
予
防
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
費
」
を
削
り
、「
係
る
者
」
の
下
に
「
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
第
一
号
訪
問
事
業
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
を
利
用
す
る
者
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
介
護
予
防
（
同
法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介

護
予
防
訪
問
介
護
に
限
る
。）」
を
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
（
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第

一
号
イ
に
規
定
す
る
第
一
号
訪
問
事
業
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
支
援
に
相
当
す
る
支
援
に

限
る
。）」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
、
介
護
予
防
通
所
介
護
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

費
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
係
る
者
」
の
下
に
「
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
第
一
号
通
所
事
業
で
あ
つ
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
利
用
す
る
者
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
又
は
介
護
予
防
（
同
法
第
八
条
の
二

第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
及
び
同
条
第
十
五
項
」
を
「
、
介
護
予
防
（
介
護
保
険
法
第
八
条
の
二
第

十
三
項
」
に
改
め
、「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
限
る
。）」
の
下
に
「
又
は
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援

（
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
も
の
に
よ
る
支
援
に
相
当
す
る
支
援
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
同
法
第
八
条
の
二
第
九
項
」
を
「
介
護
保
険
法
第
八
条
の
二
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
第
三
号
中
「
同
法
第
八
条
の
二
第
十
六
項
」
を
「
介
護
保
険
法
第
八
条
の
二
第
十
四
項
」に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
同
法
第
八
条
の
二
第
十
七
項
」
を
「
介
護
保
険
法
第
八
条
の
二
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
で
き
る
も
の
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
一
号
事
業
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
を
加

え
、「
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
又
は
介
護
予
防
訪
問
介
護
」
を
「
若
し
く
は
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
若
し
く
は
第
一

号
訪
問
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
で
き
る
も
の
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
一
号
事
業
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
」
を
加
え
、「
、
介
護
予
防
通
所
介
護
又
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
」
を
「
若
し
く
は
介
護

予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
若
し
く
は
第
一
号
通
所
事
業
」
に
改
め
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
中
「
第
七
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
項
」
を
加
え
、「
及
び
第
二
十
三
条

の
二
」
を
「
、
第
二
十
三
条
の
二
並
び
に
第
二
十
七
条
の
二
」
に
、「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、「
第
五
項
」を「
第

六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
」
と
す
る
」
と
」
の
下
に
「
、
同
条
第
五
項
中
「
病
院
の
開
設
」
と
あ
る
の
は

「
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
議
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
か
ら
、
病
院
の
開
設
」
と
、「
許
可
に
は
」

と
あ
る
の
は
「
許
可
に
」
と
、「
条
件
」
と
あ
る
の
は
「
条
件
を
付
す
る
よ
う
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
求
め
が

あ
つ
た
条
件
」
と
」
を
、「
同
条
第
三
項
」
と
」
の
下
に
「
、
同
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
七
条
第
五
項
」

と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
四
条
の
三
十
五
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
条
第
五
項
」
と
、「
と
き
は
、」と
あ
る
の
は
「
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
に

協
議
す
る
も
の
と
し
、
当
該
都
道
府
県
知
事
か
ら
」
と
、「
都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
期
限
」
と
あ

る
の
は
「
期
限
」
と
、「
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
勧
告
す
る
よ
う
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該

期
限
を
定
め
て
、
当
該
条
件
に
従
う
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
都
道
府
県
知
事
が
、
当
該
勧
告

の
求
め
を
行
う
と
き
は
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
と
き
は
、」

と
あ
る
の
は
「
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
に
協
議
す
る
も
の
と
し
、
当
該
都
道
府
県
知
事
か
ら
」
と
、「
都
道
府
県

医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
期
限
」
と
あ
る
の
は
「
期
限
」
と
、「
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
命

ず
る
よ
う
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
期
限
を
定
め
て
、
当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。
当
該
都
道
府
県
知
事
が
、
当
該
命
令
の
求
め
を
行
う
と
き
は
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴

く
も
の
と
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
場
合
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
で
あ
つ
て
」
と
、「
と
き
」
と
あ
る

の
は
「
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
に
協
議
す
る
も
の
と
し
、
当
該
都
道
府
県
知
事
か
ら
そ
の
旨
を
公
表
す
る
よ
う

求
め
が
あ
つ
た
と
き
」
と
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
歯
科
技
工
士
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
の
項
中
「
第
一
条
」
を
「
第
一
条
の

二
」
に
改
め
る
。

（
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
の
五
第
一
項
第
五
号
中
「
第
五
十
条
又
は
第
六
十
条
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
又
は
第
五
十
九
条
の

二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
八
十
分
の
百
、同
法
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
条
第
一
項
」に
、「
あ

つ
て
は
、」を
「
あ
つ
て
は
」
に
改
め
、「
得
た
割
合
」
の
下
に
「
、
同
法
第
五
十
条
第
二
項
又
は
第
六
十
条
第
二
項
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分
の
百
以

下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
」
を
加
え
る
。





第
二
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
給
付
」
の
下
に
「
又
は
事
業
」
を
加
え
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
地
域
支
援
事
業
（
第
一
号
事
業
に
限
る
。）

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
国
有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

国
有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
二
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
五
項
第
一
号
中
「
介
護
予
防
通
所
介
護
若
し
く
は
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
介
護
予
防
通
所

介
護
」
を
削
り
、「
対
す
る
介
護
予
防
」
の
下
に
「
又
は
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規

定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
で
あ
つ
て
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

に
よ
る
支
援
に
相
当
す
る
支
援
に
係
る
介
護
扶
助
に
係
る
者
に
対
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
」
を
加
え
る
。

（
診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
中
「
第
二
十
四
条
の
二
」
を
「
第
二
十
四
条
の
二
第
一
号
」
に
改
め
る
。

（
社
会
福
祉
法
施
行
令
及
び
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
同
条
第
十
八
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

一

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
第
十
三
条
第
二
号

二

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
第
一
条
第
二
号

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
六
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」

に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
、「
第
二
十
九
条

の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
十
一
の
表
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
住
所
地
特
例
適
用
被
保
険

者
」
に
改
め
、「
第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
被
保
険
者
」
を
加
え

る
。

（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
令
及
び
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
八
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

一

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
第
八
条
の
二
第
二
号

二

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十

六
年
政
令
第
三
百
十
号
）
第
一
条
第
二
号

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六

十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
歯
科
衛
生
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

歯
科
衛
生
士
法
施
行
令
（
平
成
三
年
政
令
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
を
削
る
。

附
則
第
三
項
中
「
附
則
第
四
項
」
を
「
附
則
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
二
項
と
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
附
則
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
三
項
と
す
る
。

附
則
第
五
項
を
附
則
第
四
項
と
し
、
附
則
第
六
項
を
附
則
第
五
項
と
す
る
。

附
則
第
七
項
中
「
附
則
第
七
項
」
を
「
附
則
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
六
項
と
す
る
。

（
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
八
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
介
護
給
付
費
審
査
委
員
会
」
を
「
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
改
め
る
。

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済

に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
介
護
給
付
費
審
査
委
員
会
」
を
「
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
改
め

る
。

一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
二
十
号
）

第
十
条

二

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
四
条

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
百
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
十
六
の
二

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）

（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改

正
）

第
十
九
条

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平

成
十
七
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
各
号
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ニ
若
し

く
は
第
二
号
、
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
、「
掲
げ
る
事
業
」
の
下
に「（
同
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に

掲
げ
る
事
業
に
あ
っ
て
は
、同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。）」

を
加
え
る
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
二
号
中
「
第
八
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
中
「
介
護
給
付
費
審
査
委
員
会
」
を
「
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
五
第
一
項
第
三
号
中
「
第
五
十
条
又
は
第
六
十
条
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
又
は
第
五
十
九
条
の

二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
、
同
法
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
条
第
一
項
」
に
、

「
あ
っ
て
は
、」を
「
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、「
得
た
割
合
」
の
下
に
「
、
同
法
第
五
十
条
第
二
項
又
は
第
六
十
条
第
二

項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分
の

百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
」
を
加
え
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
に
介
護
合
算
按
分
率
」
を
「
に
介
護
合
算
按あ

ん

分
率
」
に
、「
被
保
険
者
介
護
合
算
按
分

率
」
を
「
被
保
険
者
介
護
合
算
按あ
ん

分
率
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二

条
の
二
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二

項
」
に
、「
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
表
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
住
所
地
特
例
適
用
被
保
険
者
」
に

改
め
、「
第
五
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
被
保
険
者
」
を
加
え
る
。

（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
第
八
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
介
護
給
付
費
審
査
委
員
会
」
を
「
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
第
二
号
中
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
訪
問
看
護
に
係
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。）、

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
係
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。）」
を
「
同
法
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
者
」
に
改
め
る
。





第
四
項

総
額
か
ら

総
額
及
び
法
第
百
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

交
付
す
る
額
の
総
額
の
合
計
額
か
ら

合
計
額

合
計
額
及
び
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
各
市
町
村
に
対

し
て
交
付
す
べ
き
額
の
合
計
額

第
五
項

前
項

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進

す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
百
三
十
八
号
）
第
二

十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項

普
通
調
整
交
付
金

普
通
調
整
交
付
金
及
び
法
第
百
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
す
る
額

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

第
二
章

経
過
措
置

（
老
人
福
祉
法
及
び
国
有
財
産
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
四
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
（
以
下
「
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
一
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
対
す
る

第
三
号
新
介
護
保
険
法
（
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
九
条
に
規
定
す
る
第
三
号
新
介
護
保
険
法
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
つ
い
て
は
、
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
十
一
条
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
は
、
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
老
人
福
祉
法
（
昭

和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
。
次
項
に
お
い
て
「
新
老
人
福
祉
法
」
と
い
う
。）第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三

項
、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
十
条
の
二
の
二
、
第
二
十
条
の
八
第
四
項
並
び
に
第
二
十
一

条
の
二
の
規
定
並
び
に
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
有
財
産
特
別
措
置

法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
次
項
に
お
い
て
「
新
国
有
財
産
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
二

項
第
四
号
ロ
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
福
祉
法

（
次
項
に
お
い
て
「
旧
老
人
福
祉
法
」
と
い
う
。）第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号

及
び
第
二
号
、
第
二
十
条
の
二
の
二
、
第
二
十
条
の
八
第
四
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
並
び
に
医
療
介
護

総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
有
財
産
特
別
措
置
法
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
国
有
財

産
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
二
項
第
四
号
ロ
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
十
一
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
対
す
る
第
三
号
新
介
護
保
険
法
の

規
定
に
よ
る
保
険
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
六
条

医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
十
一
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
対
す
る
第
三
号
新
介
護

保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
の
規

定
（
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
令
（
以
下
「
新
介
護

保
険
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
三
条
の
規
定
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
老
人
福
祉
法
施
行
令
（
第
四
項
に

お
い
て
「
新
老
人
福
祉
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
一
条
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に

第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
（
第

四
項
に
お
い
て
「
新
国
有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
二
条
第
五
項
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
第
二
条
の

規
定
（
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
施
行
令
（
第
四
項
及
び

附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
旧
介
護
保
険
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
三
条
の
規
定
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

老
人
福
祉
法
施
行
令
（
第
四
項
に
お
い
て
「
旧
老
人
福
祉
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
一
条
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第

二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国

有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
（
第
四
項
に
お
い
て
「
旧
国
有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
二
条
第
五
項

の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２

医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
施
行
日
以
後
特
定
市
町
村
の

同
項
の
条
例
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
特
定
市
町
村
が
行
う
第
三
号
新
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
地
域
支

援
事
業
（
以
下
「
新
地
域
支
援
事
業
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
の
国

庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
第
一
条
の
三
、
第
二
条
第
三
項
、
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
条
の
二
の
規
定
は

適
用
せ
ず
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
第
一
条
の
三
、

第
二
条
第
三
項
、
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
条
の
二
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３

医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
施
行
日
以
後
特
定
市
町
村
の

同
項
の
条
例
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
特
定
市
町
村
が
行
う
新
地
域
支
援
事
業
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
第
三
号
旧
介
護
保
険
法
（
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
九
条
に
規
定
す

る
第
三
号
旧
介
護
保
険
法
を
い
う
。
附
則
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第

二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
限
る
。）に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に

応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
条
第
四
号
（
第
三
号
新
介
護
保
険
法
第
百

十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ニ
及
び
同
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
第
十
九
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

施
行
令
第
二
条
第
四
号
（
第
三
号
旧
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。）の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４

医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
施
行
日
以
後
特
定
市
町
村
の

同
項
の
条
例
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
特
定
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
（
当
該
特
定
市
町
村
の

区
域
内
に
所
在
す
る
第
三
号
新
介
護
保
険
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
入
所
し
、
又

は
入
居
す
る
他
の
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
住
所
地
特
例
適
用
被
保
険
者
を
含
む
。）に

対
す
る
第
三
号
新
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
つ
い
て
は
、
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
規
定
、

新
老
人
福
祉
法
施
行
令
第
一
条
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
並
び
に
新
国
有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
条
第
五
項
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
旧
介
護
保
険
法
施
行

令
第
三
条
の
規
定
、
旧
老
人
福
祉
法
施
行
令
第
一
条
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第

五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
旧
国
有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
条
第
五
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
中
介
護
保
険
法
施
行
令
第
十
六
条
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第
二
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
（
同
条

第
五
項
第
一
号
の
改
正
規
定（「
六
月
」
を「
七
月
」に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）及
び
同
条
第
七
項
の
改
正
規
定（「
六

月
」
を
「
七
月
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）を
除
く
。）、同
条
を
同
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
と
す
る
改
正
規
定
、

２

医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第

一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
三
号
施
行
日
」
と
い
う
。）以
後
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法

附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
市
町
村
（
以
下
「
特
定
市
町
村
」
と
い
う
。）の
同
項
の
条
例
で
定
め
る
日

ま
で
の
間
は
、
当
該
特
定
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
（
当
該
特
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
第
三

号
新
介
護
保
険
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
入
所
し
、
又
は
入
居
す
る
他
の
市
町
村

（
特
別
区
を
含
む
。
第
二
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
行
う
介
護
保
険
の
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
住
所
地

特
例
適
用
被
保
険
者
を
含
む
。）に
対
す
る
第
三
号
新
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
つ
い
て
は
、
新
老
人

福
祉
法
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
十
条
の
二
の
二
、
第

二
十
条
の
八
第
四
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
並
び
に
新
国
有
財
産
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
第
四
号
ロ

の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
旧
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
、
第
二
十
条
の
二
の
二
、
第
二
十
条
の
八
第
四
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
並
び
に
旧
国
有
財
産
特
別
措

置
法
第
二
条
第
二
項
第
四
号
ロ
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
交
付
金
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
十
五
条

平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
は
、
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の

算
定
等
に
関
す
る
政
令
第
一
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
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同
令
第
二
十
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
十
二
条
の
三
及
び
第
二
十
五
条
第
一
号
の
改
正

規
定
、
同
令
第
二
十
九
条
の
二
の
改
正
規
定
（
同
条
第
五
項
第
一
号
の
改
正
規
定（「
六
月
」
を
「
七
月
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。）及
び
同
条
第
七
項
の
改
正
規
定（「
六
月
」
を
「
七
月
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）を
除
く
。）、

同
条
を
同
令
第
二
十
九
条
の
二
の
二
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
十
九
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並

び
に
同
令
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
及
び
第
三
十
三
条
の
改
正
規
定
、
第
四
条
の
規
定
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護

保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
第
五
項
第
一
号
の
改
正
規
定（「
六
月
」
を
「
七
月
」に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、

同
条
第
七
項
の
改
正
規
定（「
六
月
」
を
「
七
月
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）及
び
同
令
第
三
十
五
条
の
二
第
十
六

号
の
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
八
条
の
規
定
、
第
十
二
条
中
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第

一
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
条
中
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行

令
第
四
十
三
条
の
五
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
一
条
中
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
五
条
か
ら
第
十
二
条

ま
で
の
規
定

平
成
二
十
七
年
八
月
一
日

二

第
十
八
条
の
規
定

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
二
条
の
規
定
（
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二

十
二
条
の
二
の
二
又
は
第
二
十
九
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第

一
号
施
行
日
」
と
い
う
。）以
後
に
介
護
保
険
の
要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
受
け
た
介
護
保
険

法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
適

用
し
、
第
一
号
施
行
日
前
に
当
該
要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
受
け
た
同
法
の
規
定
に
よ
る
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
後
の
各
年
度
に
お
け
る
新
地

域
支
援
事
業
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
度
以
前
の
各
年
度
に
お
け
る
第
三
号
旧
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条

の
四
十
五
に
規
定
す
る
地
域
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
場
合
で
あ
っ
て
、
特

定
市
町
村
の
同
項
の
条
例
で
定
め
る
日
が
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
後
の
と
き
は
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら

当
該
条
例
で
定
め
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
当
該
条
例
で
定
め
る
日
が
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
又
は

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
条
例
で
定
め
る
日
の
属
す
る
年
度
）
ま
で
の
各
年

度
に
お
け
る
当
該
特
定
市
町
村
が
行
う
新
地
域
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十

三
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
旧
介
護
保
険
法
施
行
令
第
三
十
七
条
の
十
三
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
五
条

第
四
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介

護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
第
一
号
施
行
日
以
後
に
介
護
保
険
の
要
介
護
被
保
険
者
が
受

け
た
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に

つ
い
て
適
用
し
、
第
一
号
施
行
日
前
に
当
該
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
た
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険

法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
六
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
に
改

め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
、「
第
二
十
九
条
の
二

第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
六
の
四
第
一
項
第
四
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
に

改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
、「
第
二
十
九
条
の

二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同

項
第
五
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
」に
、「
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
」

を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
六
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」

に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
、「
第
二
十
九
条

の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
六
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」

に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
、「
第
二
十
九
条

の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
八
年
政
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
二
十
一
号
イ
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
二
十
九
条
の
二

第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
七

項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
、第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
四
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
」

に
改
め
る
。

（
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険

制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年

金
保
険
制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関

す
る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
第
十
六
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
七
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
九
項
」
に
改
め

る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

山
本

早
苗

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

防
衛
大
臣

中
谷

元





平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

第
三
十
条
の
二
十
八
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
三
十
条
の
二
十
八
の
二

法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同

項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
区
域
を
基
本
と
し
て
、
人
口
構
造
の
変
化
の
見
通
し
そ
の
他
の
医
療
の
需
要
の
動
向
並

び
に
医
療
従
事
者
及
び
医
療
提
供
施
設
の
配
置
の
状
況
の
見
通
し
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
一
体
の
区
域
と

し
て
地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
を
推
進
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
を
単

位
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
の
算
定
）

第
三
十
条
の
二
十
八
の
三

構
想
区
域
に
お
け
る
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
は
、
病
床
の
機
能
区
分
ご
と
に
別
表
第

六
の
一
の
項
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
都
道
府
県
に
お
け
る
当
該

数
の
合
計
数
は
、
病
床
の
機
能
区
分
ご
と
に
同
表
の
二
の
項
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
の
当
該
同
一
都
道

府
県
に
お
け
る
合
計
数
を
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
三
十
条
の
四
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
の
医
療
計
画
が
公
示
さ
れ
た

後
に
、
当
該
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
構
想
区
域
（
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る

も
の
に
限
る
。）に
お
け
る
慢
性
期
機
能
の
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
の
達
成
が
特
別
な
事
情
に
よ
り
著
し
く
困
難

と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
方
法
に
よ
り
別
表
第

六
の
備
考
に
規
定
す
る
補
正
率
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
三
十
条
の
二
十
八
の
四

法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一

構
想
区
域
に
お
け
る
将
来
の
居
宅
等
に
お
け
る
医
療
の
必
要
量

二

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
三
十
条
の
二
十
九
中
「
第
三
十
条
の
四
第
五
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
六
項
」
に
改
め
、同
条
第
一
号
中「
第

三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
号
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
十
条
の

四
第
二
項
第
十
一
号
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
三
十
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
二
号
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
」
に
改
め
、

同
条
第
一
号
中
「
別
表
第
六
の
一
の
項
」
を
「
別
表
第
七
の
一
の
項
」
に
、「
別
表
第
六
の
二
の
項
」
を
「
同
表
の
二

の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
別
表
第
六
の
三
の
項
」
を
「
別
表
第
七
の
三
の
項
」に
、「
別
表
第
六
の
四
の
項
」

を
「
同
表
の
四
の
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
三
十
二
の
二
中
「
第
三
十
条
の
四
第
八
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
第
一
項
中
「
又
は
診
療
所
」
を
「
若
し
く
は
診
療
所
」
に
改
め
、「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
法

第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
若
し
く
は
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
命
令
等
」
と
い
う
。）を
し
よ
う

と
す
る
場
合
」
を
、「
都
道
府
県
知
事
が
当
該
申
請
」
の
下
に
「
又
は
命
令
等
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中「
総
務
省
、

法
務
省
、
財
務
省
、
林
野
庁
」
を
「
法
務
省
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
診
療
所
の
病
床
」
を
「
若
し
く
は

診
療
所
の
病
床
」
に
改
め
、「
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
日
前
」
の
下
に「
又
は
命
令
等
を
し
よ
う
と
す
る
日
前
」

を
、「
当
該
許
可
の
申
請
の
あ
つ
た
日
前
」
の
下
に
「
又
は
当
該
命
令
等
を
し
よ
う
と
す
る
日
前
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
三
の
見
出
し
中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
第

一
号
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
」に
改
め
、

「
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
条
の
三
十
三
の
九
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
条
の
十
三

第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
五
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
三
十
条
の
十
三

第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
中
「
第
三
十
条
の
十
九
第
三
項
」
を
「
第
三
十
条
の
二
十
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
四
章
の
三
中
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
三
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
九
第
一
項
中
「
第
三
十
条
の
十
七
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第

八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
三
十
条
の
十
七
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
二
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
八
中
「
第
三
十
条
の
十
五
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
の
二
十
一
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
七
中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
三
第
二
項
」
に
改
め
、
第
四
章

の
二
の
三
中
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
報
告
の
公
表
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
八

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
三
十
条
の
十
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
等
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
九

法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
病
床
機
能
報
告
に

係
る
基
準
日
病
床
機
能
と
基
準
日
後
病
床
機
能
と
が
異
な
る
場
合
と
す
る
。

２

法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
病
床
機
能
報
告
に
係
る
基
準
日
病
床

機
能
と
基
準
日
後
病
床
機
能
と
が
異
な
る
理
由
及
び
当
該
基
準
日
後
病
床
機
能
の
具
体
的
な
内
容
と
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
七
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
及
び
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成

二
十
七
年
政
令
第
百
三
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介

護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関

係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
条
の
三
十
三
の
七
」
を
「
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
」
に
、「
第
三
十
条
の
三
十
三
の
八

第
三

十
条
の
三
十
三
の
十
」
を
「
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
三
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
十
四
第
七
項
第
一
号
中
「
居
宅
等
」
を
「
法
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
居
宅
等
（
第
三
十
条
の

二
十
八
の
四
第
一
号
に
お
い
て
「
居
宅
等
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

12

法
第
七
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
条
件
は
、
当
該
申
請
に
係
る
病
床
に
お
い
て
、
法
第
三
十
条
の

十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
の
機
能
区
分
（
以
下
「
病
床
の
機
能
区
分
」
と
い
う
。）の
う
ち
、
当
該
申
請
に
係

る
病
院
又
は
診
療
所
の
所
在
地
を
含
む
構
想
区
域
（
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七

号
に
規
定
す
る
構
想
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
お
け
る
病
床
の
機
能
区
分
に
応
じ
た
既
存
の
病
床
数
が
、
医

療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
当
該
構
想
区
域
に
お
け
る
同
号
イ
に
規
定
す
る
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
（
第
三
十
条

の
二
十
八
の
三
に
お
い
て
「
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
」
と
い
う
。）に
達
し
て
い
な
い
も
の
に
係
る
医
療
を
提
供

す
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
十
条
の
二
十
七
の
二
中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
二
十
八
の
二
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
三
号
」
に

改
め
、
同
条
を
第
三
十
条
の
二
十
八
の
五
と
す
る
。





別
表
第
六
を
別
表
第
七
と
し
、
別
表
第
五
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
六
（
第
三
十
条
の
二
十
八
の
三
関
係
）

項

式

一


A
B
＋
C
１ －
D
１

E

二


A
B
＋
C
２ －
D
２

E

備
考こ

の
表
に
お
け
る
式
に
お
い
て
、
A
、
B
、
C１
、
C２
、
D１
、
D２
、
E
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。

A

当
該
構
想
区
域
の
性
別
及
び
年
齢
階
級
別
の
平
成
三
十
七
年
に
お
け
る
推
計
人
口

B

次
の
各
号
に
定
め
る
病
床
の
機
能
区
分
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
数

一

高
度
急
性
期
機
能

病
院
又
は
診
療
所
の
一
般
病
床
に
お
い
て
医
療
資
源
投
入
量
（
患
者
に

提
供
さ
れ
る
医
療
を
一
日
当
た
り
の
診
療
報
酬
の
出
来
高
点
数
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年

法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
出
来
高
に
よ
つ
て
算
定
さ
れ
る
診
療
報
酬
（
入
院
そ
の
他
の
厚

生
労
働
大
臣
が
認
め
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。）の
算
定
の
単
位
を

い
う
。）に
よ
り
換
算
し
た
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
三
千
点
以
上
で
あ
る
医
療
を
受
け
る
入

院
患
者
の
う
ち
当
該
構
想
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
に
係
る
性
別
及
び
年
齢
階
級
別
入
院
受
療

率
二

急
性
期
機
能

病
院
又
は
診
療
所
の
一
般
病
床
に
お
い
て
医
療
資
源
投
入
量
が
六
百
点
以
上

三
千
点
未
満
の
医
療
を
受
け
る
入
院
患
者
の
う
ち
当
該
構
想
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
に
係
る

性
別
及
び
年
齢
階
級
別
入
院
受
療
率

三

回
復
期
機
能

病
院
又
は
診
療
所
の
一
般
病
床
又
は
療
養
病
床
に
お
い
て
医
療
資
源
投
入
量

が
二
百
二
十
五
点
以
上
六
百
点
未
満
の
医
療
若
し
く
は
主
と
し
て
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受

け
る
入
院
患
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
者
の
う
ち
当
該
構
想

区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
に
係
る
性
別
及
び
年
齢
階
級
別
入
院
受
療
率

C１

当
該
構
想
区
域
に
お
い
て
他
の
構
想
区
域
の
病
床
の
機
能
区
分
ご
と
の
平
成
三
十
七
年
に
お
け

る
推
計
患
者
数
の
う
ち
当
該
病
床
の
機
能
区
分
に
係
る
医
療
が
提
供
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
患
者

の
数
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
数

C２

当
該
構
想
区
域
に
お
い
て
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
構
想
区
域
の
病
床
の
機
能
区

分
ご
と
の
平
成
三
十
七
年
に
お
け
る
推
計
患
者
数
の
う
ち
当
該
病
床
の
機
能
区
分
に
係
る
医
療
が

提
供
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
患
者
の
数
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
当
該
他
の
都
道
府
県
の
知
事
に

協
議
し
て
定
め
る
数
の
合
計
数

D１

当
該
構
想
区
域
の
病
床
の
機
能
区
分
ご
と
の
平
成
三
十
七
年
に
お
け
る
推
計
患
者
数
の
う
ち
他

の
構
想
区
域
に
お
い
て
当
該
病
床
の
機
能
区
分
に
係
る
医
療
が
提
供
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
患
者

の
数
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
数

D２

当
該
構
想
区
域
の
病
床
の
機
能
区
分
ご
と
の
平
成
三
十
七
年
に
お
け
る
推
計
患
者
数
の
う
ち
他

の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
構
想
区
域
に
お
い
て
当
該
病
床
の
機
能
区
分
に
係
る
医
療
が

提
供
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
患
者
の
数
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
当
該
他
の
都
道
府
県
の
知
事
に

協
議
し
て
定
め
る
数

E

次
の
各
号
に
定
め
る
病
床
の
機
能
区
分
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
数

一

高
度
急
性
期
機
能

０
．
７
５

二

急
性
期
機
能

０
．
７
８

三

回
復
期
機
能

０
．
９

四

慢
性
期
機
能

０
．
９
２

四

慢
性
期
機
能

病
院
又
は
診
療
所
の
一
般
病
床
又
は
療
養
病
床
に
お
け
る
入
院
患
者
で
あ
つ

て
長
期
に
わ
た
り
療
養
が
必
要
で
あ
る
も
の
（
主
と
し
て
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
入

院
患
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
入
院
患
者
を
除
く
。
以
下
「
慢
性
期
入
院
患
者
」

と
い
う
。）の
う
ち
当
該
構
想
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
の
性
別
及
び
年
齢
階
級
別
の
数
に
イ
に

イ

次
の

に
掲
げ
る
数
以
上

に
掲
げ
る
数
以
下

慢
性
期
総
入
院
受
療
率
（
慢
性
期
入
院
患
者
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
の
区
域
又
は
当
該

構
想
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
の
数
を

に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得
た
数
に

に
掲
げ
る

数
を
乗
じ
て
得
た
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
最
小
で
あ
る
都
道
府
県
の
当
該
慢
性
期
総

入
院
受
療
率
（
以
下
「
全
国
最
小
値
」
と
い
う
。）を
当
該
構
想
区
域
の
慢
性
期
総
入
院
受

療
率
で
除
し
て
得
た
数

当
該
都
道
府
県
の
区
域
又
は
当
該
構
想
区
域
の
性
別
及
び
年
齢
階
級
別
人
口
に
全
国

の
慢
性
期
入
院
患
者
に
係
る
性
別
及
び
年
齢
階
級
別
入
院
受
療
率
を
乗
じ
て
得
た
数
の

合
計
数

全
国
の
慢
性
期
入
院
患
者
の
数
を
全
国
の
人
口
で
除
し
て
得
た
数

に
掲
げ
る
数
に

に
掲
げ
る
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
全
国
最
小
値
を
加
え
て
得
た
数

を
当
該
構
想
区
域
の
慢
性
期
総
入
院
受
療
率
で
除
し
て
得
た
数

当
該
構
想
区
域
の
慢
性
期
総
入
院
受
療
率
と
全
国
最
小
値
の
差

都
道
府
県
に
お
け
る
慢
性
期
総
入
院
受
療
率
の
全
国
中
央
値
と
全
国
最
小
値
の
差
を

慢
性
期
総
入
院
受
療
率
が
最
大
で
あ
る
都
道
府
県
の
当
該
慢
性
期
総
入
院
受
療
率
と
全

国
最
小
値
の
差
で
除
し
て
得
た
数

ロ

当
該
構
想
区
域
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

当
該
構
想
区
域
の
慢
性
期
病
床
減
少
率
（
慢
性
期
入
院
患
者
の
う
ち
当
該
構
想
区
域
に

住
所
を
有
す
る
者
に
係
る
病
床
数
（
以
下
「
慢
性
期
病
床
数
」
と
い
う
。）か
ら
イ

に
掲

げ
る
数
に
よ
り
算
定
し
た
平
成
三
十
七
年
に
お
け
る
慢
性
期
入
院
患
者
の
う
ち
当
該
構
想

区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
に
係
る
病
床
数
を
控
除
し
て
得
た
数
を
慢
性
期
病
床
数
で
除
し

て
得
た
数
を
い
う
。）が
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
基
準
を
上
回
る
こ
と

当
該
構
想
区
域
に
お
け
る
全
て
の
世
帯
数
に
占
め
る
当
該
構
想
区
域
に
お
け
る
高
齢
者

の
単
身
の
世
帯
数
の
割
合
が
全
国
平
均
の
そ
れ
を
上
回
る
こ
と

掲
げ
る
範
囲
内
で
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
数
（
イ

に
規
定
す
る
慢
性
期
総
入
院
受
療
率
が

イ

に
規
定
す
る
全
国
最
小
値
よ
り
も
小
さ
い
構
想
区
域
に
あ
つ
て
は
、
一
。
以
下「
補
正
率
」

と
い
う
。）を
乗
じ
て
得
た
数
に
障
害
そ
の
他
の
疾
患
を
有
す
る
入
院
患
者
の
う
ち
当
該
構
想
区

域
に
住
所
を
有
す
る
者
の
性
別
及
び
年
齢
階
級
別
の
数
を
加
え
て
得
た
数
を
当
該
構
想
区
域
の

性
別
及
び
年
齢
階
級
別
人
口
で
除
し
て
得
た
数
。
た
だ
し
、
当
該
構
想
区
域
が
ロ
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
構
想
区
域
の
慢
性
期
機
能
の
平
成
三
十
七
年
に
お
け
る
病
床
数

の
必
要
量
を
平
成
四
十
二
年
ま
で
に
達
成
す
れ
ば
よ
い
も
の
と
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該

達
成
の
期
間
の
延
長
に
応
じ
た
補
正
率
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

３

法
第
三
十
条
の
十
五
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
三
十
条
の
十
五
第
二
項
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
。

二

法
第
三
十
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
報
告
病
院
等
の
開
設
者
又

は
管
理
者
が
同
項
の
協
議
の
場
に
参
加
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
を

行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
法
第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十

法
第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

法
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
の
場
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
協
議
の
場
」
と
い
う
。）に

お
け
る
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
。

二

法
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
者
（
次
号
に
お
い
て
「
関
係
者
」
と
い
う
。）が
協
議
の
場
に

参
加
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。

三

関
係
者
が
協
議
の
場
に
お
い
て
関
係
者
間
の
協
議
が
調
つ
た
事
項
を
履
行
し
な
い
と
き
。
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（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
百
四
十
条
の
七
十
二
」
を
「
第
百
四
十
条
の
七
十
二
の
三
」
に
、「
介
護
給
付
費
審
査
委
員
会
」を「
介

護
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
中
「
第
五
項
ま
で
」
を
「
第
四
項
ま
で
」
に
、「
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
」
を
「
第
六
項
か
ら

第
八
項
ま
で
」
に
、「
第
十
五
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改
め
、「
居
宅
要
支
援
者
」
の
下
に「（
法
第
八
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、「
同
条
第
十
八
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め

る
。第

二
十
二
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
三

削
除

第
二
十
二
条
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
五
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
六
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
七
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
八
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
十

削
除

第
二
十
二
条
の
十
一
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
十
二
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
十
三
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
十
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
十
四
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
十
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
十
五
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
十
一
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
九
項
」に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
十
六
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
十
一
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
九
項
」に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
十
七
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
十
五
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
三
項
」
に
改
め

る
。第

二
十
二
条
の
十
八
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
十
六
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
四
項
」
に
改
め

る
。第

二
十
二
条
の
十
九
の
見
出
し
中
「
第
八
条
の
二
第
十
六
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
条
中

「
第
八
条
の
二
第
十
六
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
四
項
」
に
改
め
、「
家
事
」
の
下
に「（
居
宅
要
支
援
者
が
単
身
の

世
帯
に
属
す
る
た
め
又
は
そ
の
同
居
し
て
い
る
家
族
等
の
障
害
、
疾
病
等
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
が
自
ら
行
う
こ
と

が
困
難
な
家
事
で
あ
っ
て
、
居
宅
要
支
援
者
の
日
常
生
活
上
必
要
な
も
の
と
す
る
。）」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
の
二
十
一
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
十
八
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
六
項
」
に
改

め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
十
二
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
の
二
第
十
八
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
六
項
」
に
改

め
る
。

第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
負
担
割
合
証
の
交
付
等
）

第
二
十
八
条
の
二

市
町
村
は
、
要
介
護
被
保
険
者
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）に
対
し
、
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
る
利
用
者
負
担
の
割
合
を
記
載
し
た
証
（
以
下
「
負
担
割

合
証
」
と
い
う
。）を
、
有
効
期
限
を
定
め
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、

当
該
要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
遅
滞
な
く
、
負
担
割
合
証
を
市
町
村
に
返
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

負
担
割
合
証
に
記
載
さ
れ
た
利
用
者
負
担
の
割
合
が
変
更
さ
れ
た
と
き
。

二

負
担
割
合
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
。

３

前
条
の
規
定
は
、
負
担
割
合
証
の
検
認
及
び
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項

中
「
第
一
号
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
第
二
号
被
保
険
者
（
以
下
「
被
保
険
者
証
交
付

済
被
保
険
者
」
と
い
う
。）」
と
あ
る
の
は
、「
要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
」
と
す
る
。

４

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
負
担
割
合
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

再
交
付
申
請
の
理
由

三

被
保
険
者
証
の
番
号

５

負
担
割
合
証
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
場
合
の
前
項
の
申
請
に
は
、
同
項
の
申
請
書
に
、
そ
の
負
担
割
合
証
を
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
負
担
割
合
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
っ
た
負
担
割
合

証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
発
見
し
た
負
担
割
合
証
を
市
町
村
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条
の
三

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
法
第
四
十
一
条
第
三
項
（
法
第
四
十
二
条

の
二
第
九
項
、
法
第
四
十
八
条
第
七
項
、
法
第
五
十
三
条
第
七
項
及
び
法
第
五
十
四
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
介
護
保
険
施
設
（
法
第
八
条
第

二
十
四
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
法
第
五
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
被
保
険
者
証
を
提
示
す
る
と
き
は
、
負
担
割
合
証
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
被
保
険
者
証
」
の
下
に
「
及
び
負
担
割
合
証
」
を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

要
支
援
更
新
認
定
の
申
請
で
あ
っ
て
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
申
請
と

し
て
み
な
さ
れ
た
も
の
に
係
る
要
介
護
認
定
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
中
「
六
月
間
」
と
あ
る
の
は
「
十
二
月
間
」
と
、「
十
二
月
間
」
と
あ
る
の
は

「
二
十
四
月
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
条
第
五
項
第
六
号
中
「
第
六
十
九
条
の
三
十
四
」
を
「
第
六
十
九
条
の
三
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に

改
め
る
。

第
五
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

要
介
護
更
新
認
定
の
申
請
で
あ
っ
て
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
申
請
と

し
て
み
な
さ
れ
た
も
の
に
係
る
要
支
援
認
定
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
中
「
六
月
間
」
と
あ
る
の
は
「
十
二
月
間
」
と
、「
十
二
月
間
」
と
あ
る
の
は

「
二
十
四
月
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
五
条
第
二
項
中「「
六
月
間
（
」
と
あ
る
の
は
「
十
二
月
間
（
」
と
、「
十
二
月
間
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
月

間
」
と
、「
期
間
（
六
月
間
を
除
く
。）」
と
あ
る
の
は
「
期
間
」」を「「
六
月
間
」
と
あ
る
の
は
「
十
二
月
間
」
と
、「
十

二
月
間
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
四
月
間
」」に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
中「（
同
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、「
被
保
険
者

証
」
の
下
に
「
及
び
負
担
割
合
証
」
を
加
え
る
。

第
六
十
五
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
六
十
五
条
の
六

法
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
住
所
地
特
例
適
用
要
介
護
被

保
険
者
と
す
る
。

第
七
十
条
第
二
項
中
「
第
八
条
の
二
第
十
三
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
中
「
九
十
分
の
百
」
の
下
に「（
法
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八

十
分
の
百
）」を
加
え
る
。
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第
七
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
九
十
分
の
百
」
の
下
に「（
法
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
八
十
分
の
百
）」を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
九
十
分
の
百
」
の
下
に「（
法
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
分
の
百
）」を
加
え
る
。

第
八
十
二
条
中「（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
」
を
「
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五

十
条
」
を
「
第
五
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

過
去
に
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
七
十
三
条
並
び
に
第
七

十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中「
八
十
分
の
百
」

と
あ
る
の
は
、「
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
割
合
を
定
め
た
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
割
合
で
除

し
て
得
た
額
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
」
と
す
る
。

第
八
十
三
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第

二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
の
収
入
の
額
の
算
定
）

第
八
十
三
条
の
二
の
二

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
収
入
の
額
は
、
要
介
護
被
保
険
者
の
属
す

る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
に
お
け
る
所
得
税
法
（
昭
和

四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金
額
（
退
職
所
得
の
金
額
（
同
法
第

三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
所
得
の
金
額
を
い
う
。）を
除
く
。）の
計
算
上
収
入
金
額
と
す
べ
き
金
額
及
び
総

収
入
金
額
に
算
入
す
べ
き
金
額
を
合
算
し
た
額
と
し
て
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算

さ
れ
る
所
得
の
金
額（
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
、

同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条

第
四
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金

額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
及
び
同
法
附
則
第
三

十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得

税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二

の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い

う
。
第
九
十
七
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）の
計
算
上
用
い
ら
れ
る
所
得
税
法
第
二
編
第
二
章
第
二
節
第
一
款
に
規

定
す
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
給
与
所
得
及
び
雑
所
得
（
公
的
年
金
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
収
入
金

額
並
び
に
不
動
産
所
得
、
事
業
所
得
、
山
林
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
（
公
的
年
金
等
に
係
る

も
の
を
除
く
。）に
係
る
総
収
入
金
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。

（
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
の
規
定
の
適
用
の
申
請
）

第
八
十
三
条
の
二
の
三

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
要
介
護
被
保
険
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
及
び
生
年
月
日

二

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
の
額

三

被
保
険
者
証
の
番
号

第
八
十
三
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
十
項
」

に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」に
、「
第

二
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二

十
二
条
の
二
第
五
項
、
第
六
項
又
は
第
七
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
七
項
、
第
八
項
又
は
第
九
項
」
に
改

め
る
。

第
八
十
三
条
の
四
の
二
第
二
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
改
め

る
。

第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、「
世
帯
員
」
の
下
に
「
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者

（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
み
、
配
偶
者
が
行
方
不
明
と

な
っ
た
場
合
、
要
介
護
被
保
険
者
が
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

る
場
合
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、「
六
月
ま
で
」
を
「
七
月
ま
で
」
に
改
め
、「（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）」を
削
り
、「
者
を
除
く
。）」
の
下
に
「
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
要
介
護
被
保
険

者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所
有
す
る
現
金
、
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
預
貯
金
、
同
項
第
十

一
号
に
規
定
す
る
合
同
運
用
信
託
、
同
項
第
十
五
号
の
三
に
規
定
す
る
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
及
び
同
項
第

十
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
資
産
の
合
計
額
と
し
て
市
町
村
長
が
認
定
し
た
額
が
二
千

万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
万
円
）
以
下
で
あ
る
も
の
。」を
加
え
、

同
条
第
四
号
中
「
構
成
員
の
数
」
の
下
に「（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
数

に
一
を
加
え
た
数
）」を
加
え
、
同
号
イ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、「
同
じ
。）」
の
下
に
「
並
び
に
そ
の
者

の
配
偶
者
」
を
加
え
、「
六
月
ま
で
」
を
「
七
月
ま
で
」
に
改
め
、「（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）」を
削
り
、「
九

十
分
の
十
」
の
下
に「（
法
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、八
十
分
の
二
十
）」を
加
え
、

同
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、「
世
帯
員
」
の
下
に「
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
」

を
加
え
る
。

第
八
十
三
条
の
六
第
二
項
中
「
証
す
る
書
類
」
の
下
に
「
並
び
に
前
条
第
一
号
又
は
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を

市
町
村
が
銀
行
、
信
託
会
社
そ
の
他
の
機
関
に
確
認
す
る
こ
と
の
同
意
書
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
様
式
第
一

号
の
二
」
を
「
様
式
第
一
号
の
二
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
被
保
険
者
証
」
の
下
に「
及
び
負
担
割
合
証
」

を
加
え
る
。

第
八
十
三
条
の
九
第
一
号
中「（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）」
を
削
り
、「
同
項
」
を
「
法
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
第
一
号
中
「
介
護
予
防
通
所
介
護
及
び
」
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
介
護
予
防
通
所
介
護
又
は
」
を
削

る
。第

八
十
五
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
八
十
五
条
の
四
の
二

法
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
住
所
地
特
例
適
用
居
宅

要
支
援
被
保
険
者
と
す
る
。

第
八
十
五
条
の
五
中
「
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
」
及
び
「
、
介
護
予
防
通
所
介
護
」
を
削
る
。

第
九
十
二
条
中
「
九
十
分
の
百
」
の
下
に「（
法
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八

十
分
の
百
）」を
加
え
る
。

第
九
十
五
条
第
二
号
中
「
九
十
分
の
百
」
の
下
に「（
法
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
八
十
分
の
百
）」を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
九
十
分
の
百
」
の
下
に「（
法
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ

れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
分
の
百
）」を
加
え
る
。

第
九
十
七
条
第
一
項
中
「
第
六
十
条
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六

十
条
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

過
去
に
法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
要
支
援
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
九
十
二
条
並
び
に
第
九

十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中「
八
十
分
の
百
」

と
あ
る
の
は
、「
法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
割
合
を
定
め
た
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
割
合
で
除

し
て
得
た
額
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
」
と
す
る
。

第
九
十
七
条
の
二
の
二
を
第
九
十
七
条
の
二
の
四
と
す
る
。

第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項

第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二

第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
十
七
条
の
二
の
三
と
し
、
第
九
十
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加

え
る
。
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（
令
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
六
項
の
収
入
の
額
の
算
定
）

第
九
十
七
条
の
二

令
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
収
入
の
額
は
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
属
す

る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
に
お
け
る
所
得
税
法

第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金
額
（
退
職
所
得
の
金
額
（
同
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る

退
職
所
得
の
金
額
を
い
う
。）を
除
く
。）の
計
算
上
収
入
金
額
と
す
べ
き
金
額
及
び
総
収
入
金
額
に
算
入
す
べ
き
金

額
を
合
算
し
た
額
と
し
て
、
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金

額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
計
算
上
用
い
ら
れ
る
所
得
税
法
第
二
編
第
二
章
第

二
節
第
一
款
に
規
定
す
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、給
与
所
得
及
び
雑
所
得（
公
的
年
金
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

に
係
る
収
入
金
額
並
び
に
不
動
産
所
得
、
事
業
所
得
、
山
林
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
（
公
的

年
金
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
係
る
総
収
入
金
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。

（
令
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
六
項
の
規
定
の
適
用
の
申
請
）

第
九
十
七
条
の
二
の
二

令
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
居
宅
要
支
援
被
保

険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
及
び
生
年
月
日

二

令
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
の
額

三

被
保
険
者
証
の
番
号

第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、「
世
帯
員
」
の
下
に「
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
」

を
加
え
、「
六
月
ま
で
」
を
「
七
月
ま
で
」
に
改
め
、「
除
く
。）」
の
下
に
「
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
居
宅
要
支
援
被
保

険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所
有
す
る
現
金
、
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
預
貯
金
、
同
項
第

十
一
号
に
規
定
す
る
合
同
運
用
信
託
、
同
項
第
十
五
号
の
三
に
規
定
す
る
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
及
び
同
項

第
十
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
資
産
の
合
計
額
と
し
て
市
町
村
長
が
認
定
し
た
額
が
二

千
万
円
（
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
万
円
）
以
下
で
あ
る
も
の
。」を

加
え
る
。

第
百
十
四
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
百
十
九
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
の
三

削
除

第
百
四
十
条
の
四
第
一
項
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
三

法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
の
二
ま
で
、
第
九
号
又
は

第
十
号
（
病
院
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ

れ
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

若
し
く
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
っ
て
は
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
第

七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
）（
令
第
三
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て「
誓
約
書
」

と
い
う
。）

第
百
四
十
条
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
の
八

削
除

第
百
四
十
条
の
十
三
第
一
項
第
七
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
二
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

削
除

第
百
四
十
条
の
二
十
二
第
一
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

削
除

第
百
四
十
条
の
二
十
二
第
二
項
中
「
同
項
第
六
号
か
ら
」
を
「
同
項
第
七
号
か
ら
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
の
四
十
三
第
一
項
中
「
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
」
及
び
「
、
介
護
予
防
通
所
介
護
」
を
削
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
三

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
本
文
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
事
業
（
以
下
「
第
一
号
事
業
」
と
い
う
。）

を
提
供
す
る
際
に
は
、
市
町
村
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
、
同
号
に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者

等
（
以
下
「
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。）の
意
思
を
最
大
限
に
尊
重
し
つ
つ
、
当
該
居
宅
要
支
援
被

保
険
者
等
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
応
じ
て
、
適
切
な
介
護
予
防
支
援
又
は
同
号
ニ
に

規
定
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
（
以
下
「
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
」
と
い
う
。）に
よ
る
援
助
を
行

う
こ
と
。

二

市
町
村
が
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
以
下

「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
」
と
い
う
。）を
実
施
す
る
際
に
は
、補
助
そ
の
他
の
支
援
を
通
じ
て
、

地
域
の
人
材
や
社
会
資
源
の
活
用
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一

第
一
号
事
業
に
従
事
す
る
者
（
次
号
に
お
い
て
「
従
事
者
」
と
い
う
。）の
清
潔
の
保
持
及
び
健
康
状
態
の
管

理
の
た
め
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

従
事
者
又
は
従
事
者
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
利
用
者
又
は
そ
の
家

族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

利
用
者
に
対
す
る
第
一
号
事
業
の
実
施
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

措
置
を
講
ず
る
旨
及
び
そ
の
実
施
方
法
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

イ

当
該
利
用
者
の
家
族
、
当
該
利
用
者
に
係
る
介
護
予
防
支
援
又
は
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
に
よ
る
援

助
を
行
う
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
記
録
す
る
こ
と
。

ハ

賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

四

第
一
号
事
業
を
実
施
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
実
施
者
」
と
い
う
。）は
、
当
該
第
一
号

事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
廃
止
又
は
休
止
の
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
当
該
第
一
号
事
業
を
実
施
す
る
事
業
所
（
実
施
者
が
事
業
所
を
有
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
第
一
号
事
業
の
主
た
る
実
施
場
所
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
届
け
出
る
こ
と
。

イ

廃
止
し
、
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

ロ

廃
止
し
、
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
理
由

ハ

現
に
第
一
号
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
措
置

ニ

休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
休
止
の
予
定
期
間

五

実
施
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
又
は
休
止
の
届
出
を
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
の
日
前
一
月

以
内
に
当
該
第
一
号
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
の
廃
止
又
は
休
止
の
日
以
後

に
お
い
て
も
引
き
続
き
当
該
第
一
号
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
希
望
す
る
者
に
対

し
、
必
要
な
第
一
号
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
等
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
、
第

一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
の
実
施
者
、
他
の
実
施
者
そ
の
他
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
便
宜
の
提
供
を

行
う
こ
と
。

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
被
保
険
者
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
四

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
被
保
険
者

は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
被
保
険
者
と
す
る
。

一

居
宅
要
支
援
被
保
険
者

二

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
第
一
号
被
保
険
者
（
二
回
以
上
に
わ
た
り
当
該
基
準
の
該
当
の

有
無
を
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
近
の
当
該
基
準
の
該
当
の
有
無
の
判
断
の
際
に
当
該
基
準
に
該
当
し

た
第
一
号
被
保
険
者
）（
要
介
護
認
定
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
に
お
い
て
は
、
当
該
要
介
護
認
定
に
よ
る
介

護
給
付
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
日
か
ら
当
該
要
介
護
認
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の
期
間
を
除
く
。）





平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
四
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
五

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。

一

第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
に
よ
り
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
計
画
を
定

め
、
か
つ
、
当
該
計
画
に
お
い
て
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
第
一
号
訪
問
事
業

（
以
下
「
第
一
号
訪
問
事
業
」
と
い
う
。）に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
期
間
を
定
め
た
場
合

当
該
計
画
に
お
い

て
定
め
ら
れ
る
第
一
号
訪
問
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
期
間
又
は
当
該
計
画
を
定
め
た
日
か
ら
居
宅
要
支

援
被
保
険
者
等
で
な
く
な
る
日
ま
で
の
期
間
の
い
ず
れ
か
短
い
期
間

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合

第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
を
受
け
た
日
か
ら
居
宅
要

支
援
被
保
険
者
等
で
な
く
な
る
日
ま
で
の
期
間

２

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。

一

第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
に
よ
り
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
計
画
を
定

め
、
か
つ
、
当
該
計
画
に
お
い
て
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業

（
以
下
「
第
一
号
通
所
事
業
」
と
い
う
。）に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
期
間
を
定
め
た
場
合

当
該
計
画
に
お
い

て
定
め
ら
れ
る
第
一
号
通
所
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
期
間
又
は
当
該
計
画
を
定
め
た
日
か
ら
居
宅
要
支

援
被
保
険
者
等
で
な
く
な
る
日
ま
で
の
期
間
の
い
ず
れ
か
短
い
期
間

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合

第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
を
受
け
た
日
か
ら
居
宅
要

支
援
被
保
険
者
等
で
な
く
な
る
日
ま
で
の
期
間

３

第
一
項
第
一
号
及
び
前
項
第
一
号
の
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
計
画
は
、
介
護
予
防
・
日

常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
及
び
そ
の
他
の
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
保
健

医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。）

の
適
切
な
利
用
等
を
す
る
よ
う
、
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
の
依
頼
を
受
け
て
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
そ
の

置
か
れ
て
い
る
環
境
、
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
及
び
そ
の
家
族
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
定
め
た
計
画
を
い
う
。

一

利
用
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
サ
ー
ビ
ス
等
の
種
類
及
び
内
容

二

当
該
サ
ー
ビ
ス
を
担
当
す
る
者

三

当
該
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
期
間

四

当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
及
び
そ
の
家
族
の
生
活
に
対
す
る
意
向

五

当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
の
総
合
的
な
援
助
の
方
針

六

健
康
上
及
び
生
活
上
の
問
題
点
及
び
解
決
す
べ
き
課
題

七

提
供
さ
れ
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
サ
ー
ビ
ス
等
の
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期

八

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
サ
ー
ビ
ス
等
が
提
供
さ
れ
る
日
時

九

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
す
る
上
で
の
留
意
事
項

十

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
が

負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
の
額

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
六

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、

第
一
号
通
所
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
広
さ
を
有
す
る
施
設
と
す
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
支
援
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
七

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
支
援
は
、

次
に
掲
げ
る
支
援
の
う
ち
市
町
村
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

栄
養
の
改
善
を
目
的
と
し
て
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
に
対
し
て
配
食
を
行
う
支
援

二

居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
居
宅
要
支

援
被
保
険
者
等
に
対
し
て
、
定
期
的
な
安
否
確
認
及
び
緊
急
時
の
対
応
を
行
う
支
援

三

地
域
の
実
情
に
応
じ
つ
つ
、第
一
号
訪
問
事
業
又
は
第
一
号
通
所
事
業
と
一
体
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
の
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
支
援
状
態
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の

防
止
及
び
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
第
一
号
訪
問
事
業
又
は
第
一

号
通
所
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
に
準
じ
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
支
援

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
八

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次

に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一

地
域
に
お
け
る
在
宅
医
療
及
び
介
護
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
活
用
を
行
う
事
業

二

医
療
関
係
者
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
療
・
介
護
関
係

者
」
と
い
う
。）に
よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議
の
開
催
等
を
通
じ
て
、
地
域
に
お
け
る
在
宅
医
療
及
び
在
宅
介
護
の

提
供
に
必
要
な
当
該
提
供
に
携
わ
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
連
携
（
以
下「
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
」と
い
う
。）

に
関
す
る
課
題
の
把
握
及
び
そ
の
解
決
に
資
す
る
必
要
な
施
策
を
検
討
す
る
事
業

三

医
療
・
介
護
関
係
者
と
共
同
し
て
、
在
宅
医
療
及
び
在
宅
介
護
が
円
滑
に
提
供
さ
れ
る
仕
組
み
の
構
築
に
向

け
た
具
体
的
な
方
策
を
企
画
及
び
立
案
し
、
当
該
方
策
を
他
の
医
療
・
介
護
関
係
者
に
周
知
す
る
事
業

四

医
療
・
介
護
関
係
者
間
の
情
報
の
共
有
を
支
援
す
る
事
業

五

地
域
の
医
療
・
介
護
関
係
者
か
ら
の
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供

及
び
助
言
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

六

医
療
・
介
護
関
係
者
に
対
し
て
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
必
要
な
知
識
の
習
得
や
当
該
知
識
の
向
上
の
た

め
に
必
要
な
研
修
を
行
う
事
業

七

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
地
域
住
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
普
及
啓
発
を
行
う
事
業

八

他
の
市
町
村
と
の
広
域
的
な
連
携
に
資
す
る
事
業

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
三
項
の
事
業
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
九

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
は
、
当
該
事
業
を
効
果
的
か

つ
効
率
的
に
行
え
る
よ
う
、
当
該
事
業
の
目
的
及
び
内
容
並
び
に
そ
の
実
施
状
況
を
検
証
し
、
当
該
検
証
の
結
果

に
基
づ
き
当
該
事
業
の
内
容
を
見
直
す
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
料
に
係
る
事
業
の
内
容
を
勘

案
し
、
ふ
さ
わ
し
い
利
用
料
と
な
る
よ
う
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
次
に
、
次
の
六
条
を
加
え
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
額
）

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
六
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
基
準
に
従
う
事
業

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
業
に
応
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額

イ

第
一
号
訪
問
事
業
又
は
第
一
号
通
所
事
業

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
。
以
下
「
医
療
介
護
総

合
確
保
推
進
法
」
と
い
う
。）第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
法
」
と

い
う
。）第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
（
以
下「
旧
介
護
予
防
訪
問
介
護
」と
い
う
。）

又
は
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
（
以
下
「
旧
介
護
予
防
通
所
介
護
」
と
い
う
。）に
係
る

平
成
二
十
六
年
改
正
前
法
第
五
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
例
に

よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
市
町
村
が
当
該
算
定
し
た
費
用
の
額
以
下
の
範
囲
内
で
別
に
定
め
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
額
と
す
る
。）（
当
該
額
が
現
に
当
該
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と

き
は
、
当
該
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
額
と
す
る
。次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）の
百
分
の
九
十（
市

町
村
が
百
分
の
九
十
以
下
の
範
囲
内
で
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
と
す
る
。
次
号
イ
に
お

い
て
同
じ
。）に
相
当
す
る
額

ロ

第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業

法
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
例

に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
市
町
村
が
当
該
算
定
し
た
費
用
の
額
以
下
の
範
囲
内
で
別
に
定
め
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
額
と
す
る
。）（
当
該
額
が
現
に
当
該
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と

き
は
、
当
該
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
額
と
す
る
。
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）の
百
分
の
百
（
市

町
村
が
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
で
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
と
す
る
。
次
号
ロ
に
お
い

て
同
じ
。）に
相
当
す
る
額
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二

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
六
第
一
号
ロ
又
は
ハ
に
規
定
す
る
基
準
に
基
づ
く
事
業

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事

業
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額

イ

第
一
号
訪
問
事
業
又
は
第
一
号
通
所
事
業

前
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
例
に

よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
を
基
準
と
し
て
、
市
町
村
が
定
め
る
額

ロ

第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業

前
号
ロ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
例
に
よ
り
算
定
し

た
費
用
の
額
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
基
準
と
し
て
、
市
町
村
が
定
め
る
額

三

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
六
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
に
従
う
事
業

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
応

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
額

イ

第
一
号
訪
問
事
業
又
は
第
一
号
通
所
事
業

第
一
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
例

に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
以
下
の
範
囲
内
で
、
市
町
村
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
当

該
額
が
現
に
当
該
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
に
要

し
た
費
用
の
額
と
す
る
。）に
市
町
村
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額

ロ

第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業

第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
例
に
よ
り
算
定

し
た
費
用
の
額
以
下
の
範
囲
内
で
、
市
町
村
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
当
該
額
が
現
に

当
該
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の

額
と
す
る
。）に
市
町
村
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額

ハ

第
一
号
生
活
支
援
事
業

市
町
村
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
当
該
額
が
現
に
当
該
事

業
の
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
額
と
す

る
。）に
市
町
村
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額

２

市
町
村
は
、
前
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
お
い
て
市
町
村
が
当
該
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
の
範
囲
内
で
別
に

額
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
専
門
性
等
を
勘
案
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
額
と
な
る
よ
う
定
め

る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
は
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
受
け
た
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。）若
し
く
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ

に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。）に
要
し
た
費
用
、
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
係
る
健
康
保
険
法
第
百
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の
額
（
同
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支

給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
そ
の
他
の
医
療
保
険
各
法
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
に
規
定
す
る
こ
れ
に
相
当
す
る
額
と
し
て
法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
の

合
計
額
及
び
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
が
第
一
号
事
業
に
要
し
た
費
用
そ
の
他
の
費
用
又
は
事
項
を
勘
案
し
て
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中「
百
分
の
九
十
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
か
ら
百
分
の
百
ま
で
の
範
囲
内
の
割
合
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

法
第
五
十
九
の
二
本
文
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
に
係
る
第
一
号

事
業
支
給
費
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
号
事
業
支
給
費
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
つ
い
て
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
九
十
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
八
十
」
と
、
前
項
中
「
百
分
の
九
十
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
か
ら
」
と
す
る
。

（
第
一
号
事
業
支
給
費
に
係
る
審
査
及
び
支
払
）

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
三

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
及
び
支
払
は
、
前
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
又
は
同
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
市
町
村

が
定
め
る
基
準
及
び
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
六
に
規
定
す
る
市
町
村
が
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
審
査
し
た

上
、
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
審
査
及
び
支
払
の
事
務
の
一
部
を
受
託
で
き
る
法
人
）

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
四

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

が
審
査
及
び
支
払
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
は
、
当
該
事
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
電
子
計

算
機
で
あ
っ
て
当
該
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
備
え
る
も
の
と
同
等
以
上
の
当
該
事
務
に
関
す
る
処
理
機
能

を
有
す
る
も
の
を
備
え
、
当
該
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
で
き
る
と
認
め
る
法
人
に
対
し
て
委
託
す
る
も
の

と
す
る
。

（
指
定
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
五

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
事
業
者
（
法
第
百
十

五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
「
指
定
事
業
者
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
市
町
村
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
と
当
該
市

町
村
長
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
。

一

事
業
所
（
当
該
事
業
所
の
所
在
地
以
外
の
場
所
に
当
該
申
請
に
係
る
事
業
の
一
部
を
行
う
拠
点
を
有
す
る
と

き
は
、
当
該
拠
点
を
含
む
。）の
名
称
及
び
所
在
地

二

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
職
名

三

当
該
申
請
に
係
る
事
業
の
開
始
の
予
定
年
月
日

四

申
請
者
の
定
款
、
寄
附
行
為
等
及
び
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等

五

建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
面
図
（
各
室
の
用
途
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。）並
び
に
設
備
の
概
要

六

利
用
者
の
推
定
数

七

事
業
所
の
管
理
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
経
歴

八

運
営
規
程

九

利
用
者
か
ら
の
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

十

当
該
申
請
に
係
る
事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態

十
一

当
該
申
請
に
係
る
事
業
に
係
る
資
産
の
状
況

十
二

当
該
申
請
に
係
る
事
業
に
係
る
第
一
号
事
業
支
給
費
の
請
求
に
関
す
る
事
項

十
三

誓
約
書
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
五
第
二
項
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

十
四

役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

十
五

そ
の
他
市
町
村
が
指
定
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項

２

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
事
業
者
の
指
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
一
項
各
号
（
第
三
号
及
び
第
十
三
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
事
項
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申

請
書
又
は
書
類
の
う
ち
当
該
市
町
村
長
が
認
め
る
申
請
書
又
は
書
類
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

現
に
受
け
て
い
る
指
定
の
有
効
期
間
満
了
日

二

誓
約
書

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
は
、
当
該
申
請
に
係
る
事
業
者
が
既
に
当
該
市
町
村
長
に
提
出
し
て

い
る
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
係
る
申
請

書
の
記
載
又
は
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
五
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
六

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
市
町
村
が
定
め
る
基
準
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
号
事
業
（
第
一
号
生
活
支
援
事
業
を
除
く
。）に
係
る
基
準
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
基
準

イ

介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
号
）
附
則
第

二
条
第
三
号
若
し
く
は
第
四
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防

の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
。
ロ
に
お
い

て
「
旧
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。）に
規
定
す
る
旧
介
護
予
防
訪
問
介
護
若
し
く
は
旧
介

護
予
防
通
所
介
護
に
係
る
基
準
の
例
に
よ
る
基
準
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並

び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
。
ロ
に
お
い
て
「
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
」
と
い
う
。）に
規
定
す
る

介
護
予
防
支
援
に
係
る
基
準
の
例
に
よ
る
基
準
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ロ

旧
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
旧
介
護
予
防
訪
問
介

護
及
び
旧
介
護
予
防
通
所
介
護
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
基
準
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
に
規

定
す
る
基
準
該
当
介
護
予
防
支
援
に
係
る
基
準
の
例
に
よ
る
基
準

ハ

平
成
二
十
六
年
改
正
前
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
住
所
を
有
す
る
居
宅
要

支
援
被
保
険
者
等
が
、
平
成
二
十
六
年
改
正
前
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
法
第
五
十
九
条
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
勘
案
し
た
基
準

二

第
一
号
事
業
に
係
る
基
準
と
し
て
、
当
該
第
一
号
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
を
勘
案
し
た
基
準
（
前

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
七

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
法
第

百
十
五
条
の
十
一
、
第
百
十
五
条
の
二
十
一
及
び
第
百
十
五
条
の
三
十
一
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
を
勘
案
し
て
市
町
村
が
定
め
る
期
間
と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
四
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
百

十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
号
を
第
二
号
と
す
る
。

ホ

地
域
に
お
け
る
介
護
予
防
に
関
す
る
活
動
の
実
施
機
能
を
強
化
す
る
た
め
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す

る
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
が
当
該
介
護
予
防
に
関
す
る
活
動
の
支
援
を
行
う
事
業

第
百
四
十
条
の
六
十
四
第
二
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
（
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

第
百
四
十
条
の
六
十
六
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
五
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
六

第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
四
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
六

第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
、
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
百
四
十
条
の
六
十
九

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
遵
守
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る

こ
と
。

第
百
四
十
条
の
七
十
の
見
出
し
中
「
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一

項
第
一
号
ニ
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
六
項
」
を
「
第
百
十

五
条
の
四
十
七
第
五
項
」
に
、「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
、「
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
三
号
」

を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ニ
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
及
び
第
三
項
中
「
第
百
十
五
条
の
四

十
五
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ニ
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
の
七
十
一
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
六
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
七

第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
審
査
及
び
支
払
の
事
務
の
一
部
を
受
託
で
き
る
法
人
）

第
百
四
十
条
の
七
十
一
の
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
審

査
及
び
支
払
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
は
、
当
該
事
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
電
子
計
算
機

で
あ
っ
て
当
該
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
備
え
る
も
の
と
同
等
以
上
の
当
該
事
務
に
関
す
る
処
理
機
能
を
有

す
る
も
の
を
備
え
、
当
該
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
で
き
る
と
認
め
る
法
人
に
対
し
て
委
託
す
る
も
の
と
す

る
。

第
百
四
十
条
の
七
十
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
料
に
係
る
事
業
の
内
容
を
勘

案
し
、
ふ
さ
わ
し
い
利
用
料
と
な
る
よ
う
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
）

第
百
四
十
条
の
六
十
六
の
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
お
お
む
ね

一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
と
き
と
す
る
。

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
事
業
の
内
容
及
び
運
営
に
関
す
る
情
報
の
公
表
内
容
）

第
百
四
十
条
の
六
十
六
の
三

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
十
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
事
業
の

内
容
及
び
運
営
に
関
す
る
情
報
の
公
表
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

名
称
及
び
所
在
地

二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
一
項
の
委
託
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
は
そ
の
名
称

三

営
業
日
及
び
営
業
時
間

四

担
当
す
る
区
域

五

職
員
の
職
種
及
び
員
数

六

事
業
の
内
容
及
び
活
動
実
績

七

そ
の
他
市
町
村
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
百
四
十
条
の
六
十
七
中
「
法
人
で
あ
っ
て
」
を
「
者
（
包
括
的
支
援
事
業
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。）の
全
て
に
つ
き
一
括
し
て
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、法
人
）

で
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
七
の
次
に
、
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
方
針
の
提
示
）

第
百
四
十
条
の
六
十
七
の
二

市
町
村
は
、
包
括
的
支
援
事
業
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
四
号
か
ら
第

六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。）の
全
て
に
つ
き
一
括
し
て
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
包
括
的
支
援

事
業
を
委
託
す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
内
容
を
勘
案
し
て
、
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
の
方
針
を
示

す
も
の
と
す
る
。

一

当
該
市
町
村
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
方
針

二

当
該
包
括
的
支
援
事
業
が
実
施
さ
れ
る
区
域
ご
と
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
重
点
的
に
行
う
べ
き
業
務
の
方
針

三

介
護
事
業
者
、
医
療
機
関
、
民
生
委
員
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の

方
針

四

第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
の
実
施
方
針

五

介
護
支
援
専
門
員
に
対
す
る
支
援
及
び
指
導
の
実
施
方
針

六

法
第
百
十
五
条
の
四
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
会
議
の
運
営
方
針

七

当
該
市
町
村
と
の
連
携
方
針

八

当
該
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
公
正
性
及
び
中
立
性
確
保
の
た
め
の
方
針

九

そ
の
他
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
運
営
協
議
会
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
方
針

第
五
章
中
第
百
四
十
条
の
七
十
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
支
援
対
象
被
保
険
者
の
範
囲
）

第
百
四
十
条
の
七
十
二
の
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
被
保
険
者

は
、
次
に
掲
げ
る
被
保
険
者
と
す
る
。

一

要
介
護
被
保
険
者

二

居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等

三

そ
の
他
市
町
村
が
支
援
が
必
要
と
認
め
る
被
保
険
者

（
令
第
三
十
七
条
の
十
六
の
負
担
金
に
係
る
算
定
）

第
百
四
十
条
の
七
十
二
の
三

令
第
三
十
七
条
の
十
六
第
一
項
の
負
担
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
同
条
第
二
項
各

号
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
支
払
う
も
の
と
す
る
。

一

令
第
三
十
七
条
の
十
六
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
第
一
号
事
業
支
給
費

当
該
第
一
号
事
業
支
給
費
の
請
求

に
対
す
る
支
払
が
行
わ
れ
る
各
月

二

令
第
三
十
七
条
の
十
六
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額

当
該
年
度
内

２

前
項
第
一
号
に
係
る
支
払
は
、
指
定
事
業
者
に
対
し
て
、
施
設
所
在
市
町
村
が
支
払
う
第
一
号
事
業
支
給
費
を

保
険
者
市
町
村
が
支
払
う
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。





第
百
七
十
二
条
の
二
の
表
第
八
十
三
条
の
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の

介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項

の

要
介
護
被
保
険
者

要
介
護
旧
措
置
入
所
者

認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生

活
介
護
及
び
短
期
入
所
療
養
介
護
を
受

け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス

に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特

例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受

け
る
者
に
限
る
。）

認
定
を
受
け
て
い
る
者

世
帯
員
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
（
婚

姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上

婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を

含
み
、
配
偶
者
が
行
方
不
明
と
な
っ
た

場
合
、
要
介
護
被
保
険
者
が
配
偶
者
か

ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
場

合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
合
に
お

け
る
当
該
配
偶
者
を
除
く
。
以
下
同

じ
。）

世
帯
員

介
護
保
険
施
設

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

構
成
員
の
数
（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同

一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）

構
成
員
の
数

同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者

同
じ
。）

九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
八
十
分
の
二
十
）

九
十
分
の
十

世
帯
員
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
が

世
帯
員
が

世
帯
員
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
に

世
帯
員
に

第
百
七
十
二
条
の
二
の
表
第
八
十
三
条
の
六
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
八
十
三
条
の
六
第
二

項

証
す
る
書
類
並
び
に
前
条
第
一
号
又
は

第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
市
町
村
が

銀
行
、
信
託
会
社
そ
の
他
の
機
関
に
確

認
す
る
こ
と
の
同
意
書

証
す
る
書
類

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

除
く
。）で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
要
介
護

被
保
険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所

有
す
る
現
金
、
所
得
税
法
第
二
条
第
一

項
第
十
号
に
規
定
す
る
預
貯
金
、
同
項

第
十
一
号
に
規
定
す
る
合
同
運
用
信

託
、
同
項
第
十
五
号
の
三
に
規
定
す
る

公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
及
び
同

項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
資
産
の
合
計
額

と
し
て
市
町
村
長
が
認
定
し
た
額
が
二

千
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配

偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千

万
円
）
以
下
で
あ
る
も
の
。

除
く
。）

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

第
百
七
十
二
条
の
二
の
表
第
八
十
三
条
の
六
第
四
項
の
項
中
「
様
式
第
一
号
の
二
」
を「
様
式
第
一
号
の
二
の
二
」

に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
六
年
改
正
法
に
係
る
特
例
）

第
三
十
一
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
三
条
に
規
定
す
る
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
の
指

定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
に
係
る
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
期
間
は
、
当
該
み
な
さ
れ
た
指
定
か
ら
初
回
の
更
新
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
百
四
十
条
の
六

十
三
の
七
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
が
別
に
当
該
期
間
を
定
め
る
場
合
に
は
、

六
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
当
該
市
町
村
が
定
め
る
期
間
と
す
る
。

別
表
第
二
第
一
第
二
号
ロ
中
「
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
訪
問
介
護
」
を
「
及
び
夜
間
対
応
型
訪

問
介
護
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
、
介
護
予
防
通
所
介
護
」
を
削
り
、
同
表
第
一
第
五
号
イ
中
「
、
介
護
予
防
訪
問

介
護
」
及
び
「
、
介
護
予
防
通
所
介
護
」
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
、
介
護
予
防
通
所
介
護
」
を
削
り
、
同
表
第
二
第

二
号
中
「
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
」
を
削
る
。

３

令
第
三
十
七
条
の
十
六
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
は
、
当
該
施
設
所
在
市
町
村
に
お
け
る

当
該
住
所
地
特
例
適
用
被
保
険
者
に
対
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
の
う
ち
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
一
月

一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
（
指
定
事
業
者
に
よ
る
も
の
を
除

く
。）の
利
用
実
績
に
、
法
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額

と
し
て
介
護
予
防
支
援
費
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
百
五
十
九
条
の
二
中
「
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
六
項
に
規
定
す
る
」
及
び「（
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販

売
に
係
る
も
の
を
除
く
。）」
を
削
る
。

第
八
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
章

介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会

第
百
六
十
一
条
中
「
介
護
給
付
費
審
査
委
員
会
」
を
「
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
、「「
給
付
費
審
査
委
員

会
」
を「「
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
六
十
三
条
並
び
に
第
百
六
十
四
条
第
一
項
中「
給
付
費
審
査
委
員
会
」

を
「
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
給
付
費
審
査
委
員
会
」
を
「
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
給
付
費
審
査
委
員
会
」
を
「
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
改
め
、「
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
」
の
下

に
「
又
は
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
担
当
者
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
給
付
費
審
査
委
員
会
」
を

「
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
五
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
給
付
費
審
査
委
員
会
」
を
「
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
改

め
る
。

第
百
六
十
五
条
の
五
及
び
第
百
六
十
五
条
の
六
中
「
第
百
四
十
条
の
三
か
ら
」
を
「
第
百
四
十
条
の
四
か
ら
」
に

改
め
る
。

第
百
七
十
二
条
中「（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。





様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報



平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
二
を
様
式
第
一
号
の
二
の
二
と
し
、
様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
負
担
割
合
証
の
交
付
等
）

第
二
十
八
条
の
二

市
町
村
は
、
要
介
護
被
保
険
者
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）に
対
し
、
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
る
利
用
者
負
担
の
割
合
を
記
載
し
た
証
（
以
下
「
負
担
割

合
証
」
と
い
う
。）を
、
有
効
期
限
を
定
め
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、

当
該
要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
遅
滞
な
く
、
負
担
割
合
証
を
市
町
村
に
返
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

負
担
割
合
証
に
記
載
さ
れ
た
利
用
者
負
担
の
割
合
が
変
更
さ
れ
た
と
き
。

二

負
担
割
合
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
。

３

前
条
の
規
定
は
、
負
担
割
合
証
の
検
認
及
び
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項

中
「
第
一
号
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
第
二
号
被
保
険
者
（
以
下
「
被
保
険
者
証
交
付

済
被
保
険
者
」
と
い
う
。）」
と
あ
る
の
は
、「
要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
」
と
す
る
。

４

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
負
担
割
合
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

再
交
付
申
請
の
理
由

三

被
保
険
者
証
の
番
号

５

負
担
割
合
証
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
場
合
の
前
項
の
申
請
に
は
、
同
項
の
申
請
書
に
、
そ
の
負
担
割
合
証
を
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
負
担
割
合
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
っ
た
負
担
割
合

証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
発
見
し
た
負
担
割
合
証
を
市
町
村
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条
の
三

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
法
第
四
十
一
条
第
三
項
（
法
第
四
十
二
条

の
二
第
九
項
、
法
第
四
十
八
条
第
七
項
、
法
第
五
十
三
条
第
七
項
及
び
法
第
五
十
四
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
介
護
保
険
施
設
（
法
第
八
条
第

二
十
四
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
法
第
五
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
被
保
険
者
証
を
提
示
す
る
と
き
は
、
負
担
割
合
証
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
被
保
険
者
証
」
の
下
に
「
及
び
負
担
割
合
証
」
を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
中「（
同
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、「
被
保
険
者

証
」
の
下
に
「
及
び
負
担
割
合
証
」
を
加
え
る
。

第
八
十
二
条
中「（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
」
を
「
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五

十
条
」
を
「
第
五
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

過
去
に
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
七
十
三
条
並
び
に
第
七

十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中「
八
十
分
の
百
」

と
あ
る
の
は
、「
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
割
合
を
定
め
た
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
割
合
で
除

し
て
得
た
額
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
百
」
と
す
る
。

第
八
十
三
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第

二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
の
収
入
の
額
の
算
定
）

第
八
十
三
条
の
二
の
二

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
収
入
の
額
は
、
要
介
護
被
保
険
者
の
属
す

る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
居
宅





様
式
第
一
号
の
二
を
様
式
第
一
号
の
二
の
二
と
し
、
様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
に
お
け
る
所
得
税
法
（
昭
和

四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金
額
（
退
職
所
得
の
金
額
（
同
法
第

三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
所
得
の
金
額
を
い
う
。）を
除
く
。）の
計
算
上
収
入
金
額
と
す
べ
き
金
額
及
び
総

収
入
金
額
に
算
入
す
べ
き
金
額
を
合
算
し
た
額
と
し
て
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算

さ
れ
る
所
得
の
金
額（
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
、

同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条

第
四
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金

額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
及
び
同
法
附
則
第
三

十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得

税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二

の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い

う
。）の
計
算
上
用
い
ら
れ
る
所
得
税
法
第
二
編
第
二
章
第
二
節
第
一
款
に
規
定
す
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
給

与
所
得
及
び
雑
所
得
（
公
的
年
金
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
収
入
金
額
並
び
に
不
動
産
所
得
、事
業
所
得
、

山
林
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
（
公
的
年
金
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
係
る
総
収
入
金
額
を

合
算
し
た
額
と
す
る
。

（
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
の
規
定
の
適
用
の
申
請
）

第
八
十
三
条
の
二
の
三

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
要
介
護
被
保
険
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
及
び
生
年
月
日

二

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
の
額

三

被
保
険
者
証
の
番
号

第
八
十
三
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
十
項
」

に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」に
、「
第

二
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二

十
二
条
の
二
第
五
項
、
第
六
項
又
は
第
七
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
七
項
、
第
八
項
又
は
第
九
項
」
に
改

め
る
。

第
八
十
三
条
の
四
の
二
第
二
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
改
め

る
。第

八
十
三
条
の
五
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、「
世
帯
員
」
の
下
に
「
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者

（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
み
、
配
偶
者
が
行
方
不
明
と

な
っ
た
場
合
、
要
介
護
被
保
険
者
が
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

る
場
合
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、「
六
月
ま
で
」
を
「
七
月
ま
で
」
に
改
め
、「（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）」を
削
り
、「
者
を
除
く
。）」
の
下
に
「
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
要
介
護
被
保
険

者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所
有
す
る
現
金
、
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
預
貯
金
、
同
項
第
十

一
号
に
規
定
す
る
合
同
運
用
信
託
、
同
項
第
十
五
号
の
三
に
規
定
す
る
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
及
び
同
項
第

十
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
資
産
の
合
計
額
と
し
て
市
町
村
長
が
認
定
し
た
額
が
二
千

万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
万
円
）
以
下
で
あ
る
も
の
。」を
加
え
、

同
条
第
四
号
中
「
構
成
員
の
数
」
の
下
に「（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
数

に
一
を
加
え
た
数
）」を
加
え
、
同
号
イ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、「
同
じ
。）」
の
下
に
「
並
び
に
そ
の
者

の
配
偶
者
」
を
加
え
、「
六
月
ま
で
」
を
「
七
月
ま
で
」
に
改
め
、「（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）」を
削
り
、「
九

十
分
の
十
」
の
下
に「（
法
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、八
十
分
の
二
十
）」を
加
え
、

同
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、「
世
帯
員
」
の
下
に「
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
」

を
加
え
る
。

第
八
十
三
条
の
六
第
二
項
中
「
証
す
る
書
類
」
の
下
に
「
並
び
に
前
条
第
一
号
又
は
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を

市
町
村
が
銀
行
、
信
託
会
社
そ
の
他
の
機
関
に
確
認
す
る
こ
と
の
同
意
書
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
様
式
第
一

号
の
二
」
を
「
様
式
第
一
号
の
二
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
被
保
険
者
証
」
の
下
に「
及
び
負
担
割
合
証
」

を
加
え
る
。

第
八
十
三
条
の
九
第
一
号
中「（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）」
を
削
り
、「
同
項
」
を
「
法
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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（
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

老
人
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
を
第
一
条
の
二
の
二
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
五
条
の
二
第
二
項
等
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
第
一
号
訪
問
事
業
）

第
一
条
の
二

法
第
五
条
の
二
第
二
項
並
び
に
老
人
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
七
号
。
以

下
「
令
」
と
い
う
。）第
一
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
第
一
号
訪
問
事
業
は
、

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
六
第
一
号
に
該
当
す

る
市
町
村
が
定
め
る
基
準
に
従
い
指
定
事
業
者
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条

の
四
十
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
を
い
う
。
第
一
条
の
三
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
り
行
わ
れ

る
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
第
一
号
訪
問
事
業
と
す
る
。

第
一
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
五
条
の
二
第
三
項
等
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
第
一
号
通
所
事
業
）

第
一
条
の
三
の
二

法
第
五
条
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
の
二
の
二
並
び
に
令
第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
第
一
号
通
所
事
業
は
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
六
第

一
号
に
該
当
す
る
市
町
村
が
定
め
る
基
準
に
従
い
指
定
事
業
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四

十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
と
す
る
。

第
一
条
の
六
の
二
中「（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）」を
削
る
。

第
一
条
の
八
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
）

第
一
条
の
八
の
二

法
第
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
生
活
支
援
等
を
行
う
活
動

主
体
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地
、
生
活
支
援
等
の
実
施
日
及
び
実
施
時
間
、
生
活
支
援
等
を
実
施
す
る
区
域
並
び

に
生
活
支
援
等
の
内
容
及
び
利
用
料
そ
の
他
の
市
町
村
が
必
要
と
認
め
る
情
報
と
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
老
人
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
七
号
）」を
「
令
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
老
人
福
祉
法
施
行
令
」
を
「
令
」
に
改
め
る
。

（
介
護
保
険
の
医
療
保
険
者
の
納
付
金
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

介
護
保
険
の
医
療
保
険
者
の
納
付
金
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
介
護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
」
を
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援

総
合
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
第
百
二
十
二
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
等
事
業
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業
」
に
、「
介
護
予
防
等
事
業
費
額
」
を
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
額
」
に
改
め
、
同

条
第
二
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
介
護
予
防
等
事
業
費
額
」
を
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

費
額
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
介
護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
」
を
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
医
療
保
険

納
付
対
象
額
」
に
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
介
護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
」
を
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
医
療
保
険

納
付
対
象
額
」
に
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
介
護
予
防
等
事
業
費
額
」
を
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合

事
業
費
額
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
介
護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
」
を
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
医
療
保

険
納
付
対
象
額
」
に
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
の
表
中
「
介
護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
」
を
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合

事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
第
二
号
中
「
介
護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
」
を
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合

事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
を
附
則
第
五
条
と
し
、
附
則
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
概
算
納
付
金
及
び
確
定
納
付
金
の
算
定
の
特
例
）

第
四
条

平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
概
算
納
付
金
及
び
確
定
納
付
金
の
算
定
に
つ
い
て
第
七
条

か
ら
第
十
三
条
の
二
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
七
条
第
一
号
中
「
以
下
」と
あ
る
の
は「
地

域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
百
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
等
事
業
に
要
す
る

費
用
の
額
を
含
む
。
以
下
」
と
す
る
。

（
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
四
年
厚
生
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
三
条

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
院
等
を
離
職
し
た
場
合

二

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
二
条
、
第
三
条
、
第
五
条
又
は
第
六
条

に
規
定
す
る
業
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）

三

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
の
免
許
を
受
け
た
後
、
前
号
に
規
定
す
る
業
に
直
ち
に
従
事
す

る
見
込
み
が
な
い
場
合

（
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
四
条

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先
に
係
る
情
報

三

保
健
師
籍
、
助
産
師
籍
、
看
護
師
籍
又
は
准
看
護
師
籍
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

四

就
業
に
関
す
る
状
況

（
届
出
の
方
法
）

第
五
条

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
都
道
府
県
ナ
ー

ス
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
届
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で

接
続
し
た
も
の
を
い
う
。）を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
中
央
ナ
ー

ス
セ
ン
タ
ー
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
介
護
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

介
護
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
号
中
「
第
五
十
条
又
は
第
六
十
条
」
を
「
第
五
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
十
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
、「
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
の
九
十
分
の
十
に
相
当
す
る
額
」
を
「
調
整
基
準
標
準
給
付

費
額
（
法
第
四
十
九
条
の
二
又
は
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。）の
九
十
分
の
十
に
相
当

す
る
額
及
び
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
（
法
第
四
十
九
条
の
二
又
は
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の

に
限
る
。）の
八
十
分
の
二
十
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
調
整
率
の
特
例
）

第
三
条

平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
調
整
率
に
つ
い
て
第
八
条
の
規
定
を
適
用
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
総
額
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
総
額
及
び
当
該
年
度
分
と
し
て
交
付
す
る

法
第
百
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
交
付
金
の
総
額
の
合
算
額
か
ら
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
合
算
額
」

と
あ
る
の
は
「
合
算
額
及
び
当
該
年
度
に
お
け
る
各
市
町
村
に
係
る
介
護
保
険
法
第
百
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
八
号
）
第
三
条
に
規
定

す
る
調
整
基
準
標
準
事
業
費
額
に
同
令
第
四
条
に
規
定
す
る
交
付
金
交
付
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
の
合

算
額
」
と
す
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
保
険
者
協
議
会
が
行
う
調
査
及
び
分
析
）

第
百
十
八
条
の
二

法
第
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
医
療
に
要
す
る

費
用
並
び
に
診
療
の
件
数
及
び
日
数
に
関
す
る
地
域
別
、
年
齢
別
、
疾
病
別
、
診
療
内
容
別
、
男
女
別
及
び
医
療

機
関
の
種
類
別
の
状
況
に
関
す
る
情
報
並
び
に
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
及
び
同
項
に
規

定
す
る
特
定
保
健
指
導
の
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
並
び
に
医
療
の
提
供
に
関
す
る
地
域
別
、
病
床
の
種
類
別
及

び
医
療
機
関
の
種
類
別
の
病
床
数
並
び
に
地
域
別
及
び
医
療
機
関
の
種
類
別
の
医
療
機
関
数
の
推
移
の
状
況
に
関

す
る
情
報
と
す
る
。
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（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
五
第
十
一
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
一
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
号

中
「
第
八
条
の
二
第
十
六
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
七

項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
八
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第

十
六
項
」
に
改
め
る
。

（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第
百
九
十
二
条
の

二
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
外
部
サ
ー
ビ

ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
第
二
百
五
十
三
条
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
「
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第
百
七
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

省
令
第
三
十
四
号
）
第
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）又
は
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
第
二
百
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居

者
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
又
は
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
養
護
老
人
ホ
ー

ム
（
以
下
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
と
い
う
。）」
を
「
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
指

定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う
養
護
老
人

ホ
ー
ム
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
を
「
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う

養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
八
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
活
相
談
員
が
置
か
れ
て
い
な
い
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
養
護
老
人
ホ
ー

ム
」
を
「
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
指
定
介
護
予
防

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
つ
て
、
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
生

活
相
談
員
を
置
い
て
い
な
い
場
合
」
に
改
め
る
。

（
社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
厚
生
省
・
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
五
十
五
号
中
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
四
項
」
に
、「
第
五
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第

五
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
、「
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
等
の
報
告
等
」
の
下
に
「
、
同
法
第
百
十
五
条
の
三
十

三
第
一
項
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
報
告
等
」
を
、「
指
定
調
査
機
関
等
の
報
告
等
」
の
下
に
「
、
同
法
第
百
十
五

条
の
四
十
五
の
七
第
一
項
の
指
定
事
業
者
等
の
報
告
等
」
を
、「
第
百
八
十
一
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
等
の
報
告
等
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
報
告
等
」
を
加

え
る
。

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和

六
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
条
の
十
七
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
法
第
十
六
条
の
三
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
六
条

法
第
十
六
条
の
三
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
十
九

条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校
及
び
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
保
健
師
養
成
所
、
同
法
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す

る
学
校
及
び
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
助
産
師
養
成
所
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
大
学
、
同
条
第

二
号
に
規
定
す
る
学
校
及
び
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
看
護
師
養
成
所
並
び
に
同
法
第
二
十
二
条
第
一
号
に
規
定

す
る
学
校
及
び
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
准
看
護
師
養
成
所
の
設
置
者
と
す
る
。

（
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
七
条

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
法
第
十
五
条
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。）に

掲
げ
る
業
務
を
適
切
、
公
正
か
つ
中
立
に
実
施
で
き
る
者
と
し
て
都
道
府
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
が
認
め
る
者
と
す

る
。

（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
及
び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
改
正
）

第
九
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
介
護
給
付
費
審
査
委
員
会
」
を
「
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」に
改
め
る
。

一

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
十
八
条
の
四
十
七
第
二
項
及
び
第
二
十
五

条
の
二
十
六
第
二
項

二

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十

九
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項

（
予
防
接
種
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
十
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
第
八
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

一

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
十
条
第
一
項
第
三
号

二

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
第
七
条

三

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
）
第
十
二
条

第
一
項
第
五
号
及
び
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号

四

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
一
号
）
第
四

条
第
一
項
第
四
号

五

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六

年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
七
号
）
附
則
第
五
条
第
一
号

六

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医

療
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
七
号
）
第
一
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
号

七

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一

年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
第
四
号

（
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
」
の
下
に
「
第
五
項
並
び
に
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
第
八
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
六
第
二
項
中
「
同
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
法
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
一
項
」
を
加
え
、「
第
八
条
の
二
第
十
三
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
一
項
」
に
改
め
、「「
特
定
介
護
予
防
福
祉
用

具
販
売
事
業
所
」
と
い
う
。）の
所
在
地
」
の
下
に
「
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
者
（
法
第
三
十
四
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
あ
つ
て
は
当
該
申
請
に
係
る
介

護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
（
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
事
業
を

行
う
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。）の
所

在
地
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
」
を
「
、
特
定
介
護
予
防
福
祉
用

具
販
売
事
業
者
又
は
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
者
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第

一
項
」
を
「
、
第
五
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
第
三
号
中
「
若
し
く
は
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
」
を
「
、
特
定
介
護
予

防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
若
し
く
は
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
者
」
に
、「
若
し
く
は
特
定
介
護
予
防
福
祉
用

具
販
売
事
業
所
」
を
「
、
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
若
し
く
は
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
所
」

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
中
「
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
」
の
下
に
「
第
五
項
並
び
に
」を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
介
護

給
付
費
審
査
委
員
会
」
を
「
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
改
め
る
。





介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
請
求
書

様
式
第
一
の
二

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費
、
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
そ
の
他
の
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
明
細
書

様
式
第
二
の
三

附
則
第
二
条
第
三
項
の
表
介
護
予
防
支
援
介
護
給
付
費
明
細
書
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
費
に
係
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合

事
業
費
明
細
書

様
式
第
七
の
三

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

附
則
第
二
条
第
三
項
の
表
訪
問
介
護
、
訪
問
入
浴
介
護
、
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
居
宅
療
養

管
理
指
導
、
通
所
介
護
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
福
祉
用
具
貸
与
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
又
は
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
明
細
書
の
項
中
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
又
は

複
合
型
サ
ー
ビ
ス
」
を
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
短
期
利
用
を
除
く
。）、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
短

期
利
用
に
限
る
。）、
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
（
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
で
あ
っ
て
短
期
利
用
を
除
く
。）、
複
合

型
サ
ー
ビ
ス
（
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
で
あ
っ
て
短
期
利
用
に
限
る
。）又
は
地
域
密
着
型
通
所
介
護
」
に

改
め
、
同
表
介
護
予
防
訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
、
介
護
予
防
通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
又
は
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
係

る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
明
細
書
の
項
中
「
又
は
介
護
予
防
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
」
を
「
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
短
期
利
用
を
除
く
。）又
は
介
護
予
防
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
短
期
利
用
に
限
る
。）」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省

令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
五
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
八

条
の
二
第
十
六
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
七
項
」
を
「
第

八
条
の
二
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

（
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
四

削
除

第
一
条
第
二
十
五
号
中
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、同
条
第
二
十
六
号
中「
第

八
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
七
号
中
「
第
八
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第

八
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
八
号
中
「
第
八
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め

る
。第

一
条
第
二
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
九

削
除

第
一
条
第
三
十
号
中
「
第
八
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
一
号
中
「
第

八
条
の
二
第
九
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
二
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
項
」
を
「
第

八
条
の
二
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
三
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
一
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
九
項
」
に
改

め
、
同
条
第
三
十
四
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
二
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
五
号
中

「
第
八
条
の
二
第
十
三
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
六
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
五

項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
七
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
六
項
」
を
「
第
八
条
の
二

第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
八
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
七
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
五
項
」
に
改
め
、

同
条
第
三
十
九
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
八
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号

を
加
え
る
。

三
十
九
の
二

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
第
一
号
訪
問
事
業
に
係
る

サ
ー
ビ
ス

三
十
九
の
三

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
に
係
る

サ
ー
ビ
ス

三
十
九
の
四

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
第
一
号
生
活
支
援
事
業
に
係

る
サ
ー
ビ
ス

三
十
九
の
五

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業

に
係
る
サ
ー
ビ
ス

第
一
条
第
四
十
二
号
中
「
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
施
設
」
を
「
第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
障
害
児
通
所
支
援
を
行
う
施
設
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関（
次
号
に
お
い
て「
指

定
発
達
支
援
医
療
機
関
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
四
十
三
号
中
「
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援

セ
ン
タ
ー
」
を
「
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
支
援
を
行
う
施
設
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
」
に

改
め
、
同
条
第
四
十
九
号
中
「
、
第
二
十
四
号
」
を
削
り
、「
第
二
十
五
号
」
の
下
に
「
、
第
三
十
九
号
の
二
」
を
加

え
る
。

（
介
護
給
付
費
及
び
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
費
用
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

介
護
給
付
費
及
び
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
費
用
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令

第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
中
「
含
む
。）」
の
下
に
「
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
六
項
」
を
加
え
、「
第
百
十
五
条
の

四
十
七
第
七
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
、
介
護
給
付
費
」
の
下
に

「
、
第
一
号
事
業
支
給
費
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
号
事
業
支
給
費
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）」
を
加
え
、「
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
六
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
」
に
、「
法
第
八
条
の

二
第
十
三
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
に
係
る
も
の
」
を
「
第
一
号
事
業
支
給
費
に
係
る
も
の
」

に
、「
又
は
総
合
事
業
受
託
者
」
を
「
又
は
指
定
事
業
者
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）若
し
く
は
総
合
事
業
受
託
者
」
に
、「
、
第
四
項
又
は
第
五
項
」
を
「
又
は
第
四
項
」

に
改
め
る
。

第
二
条
第
四
項
中
「
総
合
事
業
受
託
者
は
、」を
「
指
定
事
業
者
又
は
総
合
事
業
受
託
者
は
、
介
護
給
付
費
等
を
請

求
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
又
は
総
合
事
業
受
託
者
」
を
「
又
は
指
定
事
業
者
若
し
く
は
総
合
事

業
受
託
者
（
以
下
「
請
求
事
業
者
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
同
条
第
二
項
中
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
等
又
は
総
合
事
業
受
託
者
」
を
「
請
求
事
業
者
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
」
を
「
請
求
事
業
者
」
に
改
め
、「
と
す
る
。）」
の
下
に

「
又
は
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
請
求
書
に
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
明
細
書
（
法

第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
に
係
る
指
定
事
業
者
又
は
総
合

事
業
受
託
者
に
あ
っ
て
は
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
明
細
書
及
び
給
付
管
理
票
（
第
一
号
事
業
支

給
費
又
は
総
合
事
業
費
の
支
給
に
係
る
審
査
に
お
い
て
必
要
な
場
合
に
限
る
。）と
す
る
。）」
を
加
え
、「
介
護
給
付
費

等
を
」
を
「
介
護
給
付
費
等
又
は
総
合
事
業
費
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
」

を
「
請
求
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
介
護
給
付
費
明
細
書
」
の
下
に
「
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援

総
合
事
業
費
請
求
書
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
明
細
書
」
を
加
え
、
同
項
の
表
介
護
給
付
費
請
求

書
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
」
を
「
請
求
事
業
者
」に
、「
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
」

を
「
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
支
援
又
は
総
合
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
」

を
「
請
求
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
」
を
「
請
求
事
業
者
」
に
、「
又
は

指
定
介
護
予
防
支
援
」
を
「
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
支
援
又
は
総
合
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
」
を
「
請
求
事
業
者
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
第
一
項
中
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
」
を
「
請
求
事
業
者
」
に
改
め
、「
介
護
給
付
費
等
」
の

下
に
「
又
は
総
合
事
業
費
」
を
加
え
、「
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
」
を
「
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
支
援
又
は
総
合

事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
」
を
「
請
求
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
」
を
「
請
求
事
業
者
」
に
改
め
、「
介
護
給
付
費
等
」
の
下
に
「
又
は
総
合
事
業

費
」
を
加
え
る
。





様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



様
式
第
二
号
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
七
号
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
第
八
条
の
二
第
十
八
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

一

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年

厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
五
号
）
第
一
条
第
四
号

二

指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の

効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
第
一
条
の
二
第
三
項

三

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
号
）
第
二
十
三
条

第
一
項
第
一
号

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生

労
働
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
二
及
び
第
三
十
四
条
の
三
十
六
中
「
第
八
条
の
二
第
十
八
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
六
項
」
に
改

め
る
。

第
五
十
七
条
第
三
項
中
「
第
八
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
第
二
項
中
「
介
護
給
付
費
審
査
委
員
会
」
を
「
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
改
め
る
。

（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に

係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
三
十
条
第
一
項
中
「
第
八
条
の
二
第
十
一
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
五
条
中
「
第
八
条
の
二
第
十
二
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
八
十
一
条
中
「
第
八
条
の
二
第
十
三
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
四
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
十
項
中
「
第
八
条
の
二
第
十
八
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
四
項
中
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
訪
問
看
護
に
係
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。）、
指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
係
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。）」
を
「
同
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
者
」
に
改
め
る
。

（
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
十
一
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
及
び
日
）

第
三
条

医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
十
一
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と

し
、
同
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。

一

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
項
に
規
定
す
る
当
該
特
定
市
町
村
の
同
項
の
条
例
で
定
め
る
日
）
に
お
い
て
要
支
援
認
定
（
介
護
保
険
法
第
十

九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
支
援
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
て
い
た
被
保
険
者
（
介
護
保
険
法
第
九
条

に
規
定
す
る
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
当
該
要
支
援
認
定
の
有
効
期
間
（
介
護
保
険
法
第
三
十
三
条
に

規
定
す
る
有
効
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
末
日
又
は
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日

二

そ
の
他
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者

そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
日

イ

市
町
村
が
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
一
部
の
区
域
に
お
い
て
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
を
行
う

こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
区
域
を
定
め
る
場
合

で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
住
所
を
有
す
る
被
保
険
者

当
該
被
保
険
者
の
住
所
が
当
該
区
域
に
該
当
し
な
く

な
っ
た
日
（
当
該
該
当
し
な
く
な
っ
た
日
に
お
い
て
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
た
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は
、
当

該
要
支
援
認
定
の
有
効
期
間
の
末
日
又
は
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
）

ロ

平
成
二
十
七
年
度
（
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規

定
す
る
特
定
市
町
村
の
同
項
の
条
例
で
定
め
る
日
（
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
と
定
め
る
場
合
を
除
く
。）

の
次
の
日
が
属
す
る
年
度
）
に
お
い
て
要
介
護
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
の
う
ち
特
に
必
要
が
あ
る
被
保
険
者

に
対
し
て
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
介
護
予
防
通
所
介
護
及
び
介
護
予
防
訪
問
介

護
を
引
き
続
き
続
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
市
町
村
が
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
当
該
市
町
村
に
住
所
を
有
す
る
当

該
必
要
が
あ
る
被
保
険
者

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
市
町
村
が
定
め
る
日

（
当
該
市
町
村
が
定
め
る
日
に
お
い
て
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
た
当
該
市
町
村
に
住
所
を
有
す
る
当
該
必
要

が
あ
る
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
要
支
援
認
定
の
有
効
期
間
の
末
日
又
は
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
の

い
ず
れ
か
早
い
日
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
中
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、同
令
第
三
十
三
条
第
二
項
、

第
六
十
三
条
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
八
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同

令
第
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
八
十
三
条
の
二

（
見
出
し
を
含
む
。）の
改
正
規
定
、
同
令
第
八
十
三
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
八
十
三

条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。）、
第
八
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
、第
八
十
三
条
の
四
の
二
第
二
号
、

第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
及
び
第
四
号
、
第
八
十
三
条
の
六
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
十
項
、
第
八
十
三
条
の
九

第
一
号
、
第
九
十
二
条
並
び
に
第
九
十
五
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第
九
十
七
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
九
十
七
条
の
二
の
二
を
第
九
十
七
条
の
二
の

四
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
九
十

七
条
の
二
の
三
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
九
十
七
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
九
十
七
条
の

三
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
次
に
六
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
百
四
十
条
の
六
十

三
の
二
第
四
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
同
令
第
百
七
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
令
第
百
七
十
二
条
の
二
の
表
の

改
正
規
定
並
び
に
同
令
様
式
第
一
号
の
二
を
様
式
第
一
号
の
二
の
二
と
し
、
様
式
第
一
号
の
次
に
一
様
式
を
加
え

る
改
正
規
定
、
第
三
条
の
規
定
並
び
に
第
六
条
中
介
護
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
第

七
条
第
二
号
の
改
正
規
定

平
成
二
十
七
年
八
月
一
日

二

第
八
条
の
規
定

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日

（
要
介
護
更
新
認
定
等
に
係
る
有
効
期
間
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
五
十
二
条
第
三
項
及
び

第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
」
と
い
う
。）第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業
（
以
下
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
」
と
い
う
。）（
同
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
事
業
を

除
く
。）が
全
域
実
施
（
次
条
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
場
合
で
な
い
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）さ
れ
た
市
町

村
に
お
け
る
要
介
護
更
新
認
定
及
び
要
支
援
更
新
認
定
（
以
下
「
要
介
護
更
新
認
定
等
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
適
用

し
、
全
域
実
施
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
要
介
護
更
新
認
定
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
十
一
条
又
は
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
保
険
給
付
に
係
る
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第

八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
つ
い
て

は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
三
、
第
二
十
二
条
の
十
、
第
八
十
四

条
第
一
号
、
第
八
十
五
条
の
五
、
第
百
十
四
条
第
二
項
、
第
百
十
九
条
第
二
項
、
第
百
四
十
条
の
三
、
第
百
四
十
条

の
八
、
第
百
四
十
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
二
項
、
第
百
四
十
条
の
四
十
三
並
び
に
別
表

第
二
第
一
第
二
号
ロ
及
び
ヘ
並
び
に
第
五
号
イ
及
び
ハ
並
び
に
第
二
第
二
号
の
規
定
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
二
十
四
号
、
第
二
十
九
号
及
び
第

四
十
九
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２

医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
地

域
支
援
事
業
に
係
る
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四

十
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
三
、
第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
四
、
第
百
四
十
条
の
六
十
四

第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
百
四
十
条
の
六
十
九
か
ら
第
百
四
十
条
の
七
十
一
ま
で
の
規
定
並
び
に
第
十
八
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
介
護
給
付
費
及
び
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
費
用
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
規
定
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。






















